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補足－1【設計及び工事計画変更認可申請における 

適用条文等の整理について】

（改１）
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補 1－1 

設計及び工事計画変更認可申請における適用条文等の整理について 

 

1. 概 要 

今回，東海第二発電所の緊急時対策所換気系配管の一部について改造する等，以下のとおり

変更するため，設計及び工事の計画の変更認可申請を行う。 

(1) 緊急時対策所換気系の主配管の配管仕様の変更，緊急時対策所非常用送風機の構造及

び原動機出力の変更並びに緊急時対策所非常用フィルタ装置の構造の変更 

(2) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更 

(3) 要目表及び基本設計方針の記載の適正化 

   a. 使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の適正化 

   b. 竜巻に影響に対する防護対策施設の扉（以下「竜巻防護扉」という。）に係る基本

設計方針の適正化 

   c. 防潮扉 2 の要目表の適正化 

本資料では，「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく当該手続き

を行うにあたり，申請対象が適用を受ける「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）の条文を整理するとともに，適合性の確認が必

要となる条文を明確にする。 

 

2. 技術基準規則の適用条文の整理結果 

本設計及び工事の計画の申請対象である緊急時対策所換気系の主配管等の技術基準規則の適

用条文は，以下に示すとおり。 

(1) 緊急時対策所換気系の主配管，緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所非常用フ

ィルタ装置の適用条文・・・下表及び補足-７並びに添付書類 

(2) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の適用条文・・・下表及び補足-８並びに添付書類 

(3) 使用済燃料乾式貯蔵容器の適用条文・・・下表及び補足-４ 

(4) 竜巻防護扉の適用条文・・・下表及び補足-５ 

(5) 防潮扉 2 の適用条文・・・下表及び補足-６ 

また，別紙に「緊急時対策所換気系の主配管，緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所

非常用フィルタ装置」及び「逃がし安全弁用可搬型蓄電池」に係る本設計及び工事の計画の申

請に伴う技術基準規則に対する適合条文の整理の詳細を示す。 

なお，「使用済燃料乾式貯蔵容器」及び「竜巻防護扉」並びに「防潮扉 2」については，今回

の申請において，設備の改造を伴わない記載の適正化が目的のため，省略している。 

 

【申請対象】 

(1) 放射線管理施設（緊急時対策所換気系の主配管，緊急時対策所非常用送風機及び緊急時

対策所非常用フィルタ装置） 

2 換気設備 

2.3 緊急時対策所換気系 
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補 1－2 

(3) 主配管 

・常設 

(4) 送風機 

・常設 

a. 緊急時対策所非常用送風機（東海，東海第二発電所共用） 

(6) フィルター 

・常設 

a. 緊急時対策所非常用フィルタ装置（東海，東海第二発電所共用） 

(2) その他発電用原子炉の附属施設（逃がし安全弁用可搬型蓄電池） 

1 非常用電源設備 

3 その他の電源装置 

3.1 その他の電源装置 

(2) 電力貯蔵装置 

・可搬型 

a. 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

(3) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設（使用済燃料乾式貯蔵容器） 

3 使用済燃料貯蔵設備 

(7) 使用済燃料貯蔵用容器 

a. 使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅠ） 

c. 使用済燃料乾式貯蔵容器（タイプⅢ） 

(4) 原子炉冷却系統施設（竜巻防護扉） 

11 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針，適用基準及び適用

規格 

(5) その他発電用原子炉の附属施設（防潮扉 2） 

5 浸水防護施設 

1 外郭浸水防護設備 

e. 防潮扉 2 

 

【凡例】 

○：適用条文であり，今回の申請で適合性を確認する必要がある条文 

△：適用条文であるが，既に適合性が確認されている条文，又は工事計画に係る内容に影

響を受けないことが明確に確認できる条文 

×：適用を受けない条文 
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補 1－3 

（１） 放射線管理施設（緊急時対策所換気系の主配管，緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策

所非常用フィルタ装置） 

今回の申請対象は設計基準対象施設（以下「DB」という。）ではないため，DB への基準適合

を要求する条文である第 4 条～第 48 条には該当しない。 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地

盤 

△ 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の重量が増

加するため，変更後においても重大事故等対処施設の地盤に影

響がないこと（適合していること）を確認する必要があり，変

更の工事の内容（本申請内容）に対し，適合性を確認する必要

がある条文（以下「適合性確認対象条文」という。）となるが，

今回の機器・配管系の重量増加が緊急時対策所建屋の地震応答

解析へ影響を与えないことが確認できることから，技術基準の

適合性に影響はない。また，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規

発第 1810181 号にて認可された工事の計画（以下「既工事計画」

という。）で確認された設計を変更するものではなく，基本設

計方針についても変更はない。 

（添付書類１） 

 

第５０条 

地震による損傷の防止 
〇 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更することから，変更後においても地震による損傷の

防止に関する設計に影響がないこと（適合していること）を確

認する必要がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ

装置並びに主配管の必要な耐震性は確保されていることから，

技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認され

た設計を変更するものではなく，基本設計方針についても変更

はない。 

（添付書類２） 
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補 1－4 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更することから，変更後においても津波による損傷の

防止に関する設計への影響がないこと（適合していること）を

確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，入力津波

に変更はなく，津波による損傷防止が図られた緊急時対策所内

の改造であり，工事計画に係る内容に影響を受けないことが明

確に確認できることから，技術基準の適合性に影響はない。ま

た，既工事計画で確認された設計を変更するものではなく，基

本設計方針についても変更はない。 

（添付書類３） 

 

第５２条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更することから，変更後においても火災による損傷の

防止に関する設計への影響がないこと（適合していること）を

確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，既工事計

画で確認された火災防護を行う機器等の選定並びに火災区域

及び火災区画の選定，火災発生防止に係る設計，火災の感知及

び消火に係る設計を変更するものではなく，工事計画に係る内

容に影響を受けないことが明確に確認できることから，技術基

準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設計

を変更するものではなく，基本設計方針についても変更はな

い。 

（添付資料４） 

 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，特定重大事故等対処施設に該当しないた

め，適用を受けない。 
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補 1－5 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５４条 

重大事故等対処設備 
〇 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更することから，変更後においても重大事故等対処設

備に係る設計に影響がないこと（適合していること）を確認す

る必要がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ

装置の構造変更並びに主配管の改造において，環境条件及び荷

重条件，操作性，試験及び検査，切替えの容易性，悪影響防止，

現場の作業環境に係る設計に変更がないことから，技術基準の

適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変

更するものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付資料５） 

第５５条 

材料及び構造 
〇 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更することから，変更後においても材料及び構造に係

る設計に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ

装置並びに主配管の必要な強度は確保されていることから，技

術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された

設計を変更するものではなく，基本設計方針についても変更は

ない。 

（添付資料６） 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，安全弁等に該当しないため，適用を受けな

い。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 
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補 1－6 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備に該当しないため，適用を受け

ない。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電

用原子炉を冷却するための設備に該当しないため，適用を受け

ない。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設

備に該当しないため，適用を受けない。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，原子炉格納容器内の冷却等のための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却する

ための設備に該当しないため，適用を受けない。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６７条 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，水素爆発による原子炉格納容器の破損を防

止するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止

するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 

今回の緊急時対策所非常用送風機及び非常用フィルタ装置の

構造変更並びに主配管の一部改造では，機器・配管系の構造及

び仕様を変更するが，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

に該当しないため，適用を受けない。 

第７０条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，工場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７１条 

重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，重大事故等の収束に必要となる水の供給設

備に該当しないため，適用を受けない。 

第７２条 

電源設備 
× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，電源設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第７３条 

計装設備 
× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，計装設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，原子炉制御室等に係る設備に該当しないた

め，適用を受けない。 
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補 1－8 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，監視測定設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第７６条 

緊急時対策所 
〇 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更することから，変更後においても緊急時対策所に係

る設計に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ

装置の構造変更並びに主配管の改造において，中央制御室に対

する独立性，代替交流電源からの給電，居住性，必要な情報を

把握できる設備，通信連絡設備，汚染の持ち込みを防止するた

めの区画，必要な要員の収容に係る設計に変更がないことか

ら，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認

された設計を変更するものではなく，基本設計方針についても

変更はない。 

（添付資料８） 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，通信連絡を行うための必要な設備に該当し

ないため，適用を受けない。 

第７８条 

準用 
× 

今回の緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フィルタ装置

の構造変更並びに主配管の改造では，機器・配管系の構造及び

仕様を変更するが，内燃機関，電気設備の準用に係る設備に該

当しないため，適用を受けない。 
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補 1－9 

（２） その他発電用原子炉の附属施設（逃がし安全弁用可搬型蓄電池） 

今回の申請対象は設計基準対象施設（以下「DB」という。）ではないため，DB への基準適合

を要求する条文である第 4 条～第 48 条には該当しない。 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地

盤 

△ 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の重量が増加するため，変更後においても重大事故等対処施設

の地盤に影響がないこと（適合していること）を確認する必要

があり，変更の工事の内容（本申請内容）に対し，適合性確認

対象条文となるが，今回の当該装置の重量増加が原子炉建屋の

地震応答解析へ影響を与えないことが確認できることから，技

術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された

設計を変更するものではなく，基本設計方針についても変更は

ない。 

（添付書類１） 

第５０条 

地震による損傷の防止 
△ 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更することから，変更後においても地震による損傷

の防止に関する設計に影響がないこと（適合していること）を

確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，工事計画

に係る内容に影響を受けないことが明確に確認できることか

ら，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認

された設計を変更するものではなく，基本設計方針についても

変更はない。なお，当該装置の耐震性に関する適合性は重大事

故等対処設備（第５４条第１項）で確認する。 

（添付書類２） 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更することから，変更後においても津波による損傷

の防止に関する設計に影響がないこと（適合していること）を

確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，配置及び

入力津波に変更はなく，津波による損傷防止が図られた原子炉

建屋内への設置であり，工事計画に係る内容に影響を受けない

ことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影響は

ない。また，既工事計画で確認された設計を変更するものでは

なく，基本設計方針についても変更はない。 

（添付書類３） 
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補 1－10 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５２条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更することから，変更後においても火災による損傷

の防止に関する設計への影響がないこと（適合していること）

を確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，既工事

計画で確認された火災防護を行う機器等の選定並びに火災区

域及び火災区画の選定，火災発生防止に係る設計，火災の感知

及び消火に係る設計を変更するものではなく，工事計画に係る

内容に影響を受けないことが明確に確認できることから，技術

基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設

計を変更するものではなく，基本設計方針についても変更はな

い。 

（添付資料４） 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，特定重大事故等対処施設に該当しないた

め，適用を受けない。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
〇 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更することから，変更後においても重大事故等対処

設備に係る設計に影響がないこと（適合していること）を確認

する必要がある。このため，適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，当該装置の仕様変更において，環境条件及び荷重

条件，操作性，試験及び検査，切替えの容易性，悪影響防止，

容量，現場の作業環境，保管場所，アクセスルートに係る設計

に変更がないことから，技術基準の適合性に影響はない。また，

既工事計画で確認された設計を変更するものではなく，基本設

計方針についても変更はない。 

（添付資料５） 

第５５条 

材料及び構造 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，材料及

び構造の適用対象である，容器，管，ポンプ，弁及びこれら

の支持構造物に該当しないため，適用を受けない。 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 

維持基準であることから，適用を受けない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装

置の構造を変更するが，安全弁等に該当しないため，適用を

受けない。 
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補 1－11 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５８条 

耐圧試験等 
× 

施設基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装

置の構造を変更するが，緊急停止失敗時に発電用原子炉を未

臨界にするための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装

置の構造を変更するが，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための設備に該当しないため，適

用を受けない。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

〇 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の容量等を変更することから，変更後においても原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するための設備に係る設計に影響がな

いこと（適合していること）を確認する必要がある。このため，

適合性確認対象条文とする。 

確認の結果，当該装置の仕様変更において，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するための設備の設計に変更がないことか

ら，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認

された設計を変更するものではなく，基本設計方針についても

変更はない。 

（添付資料７） 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発

電用原子炉を冷却するための設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，最終ヒートシンクへ熱を輸送するための

設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，原子炉格納容器内の冷却等のための設備

に該当しないため，適用を受けない。 

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めの設備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－12 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６７条 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損を防止する

ための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，水素爆発による原子炉格納容器の破損を

防止するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防

止するための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

に該当しないため，適用を受けない。  

第７０条 

工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための

設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備に該当しないため，適用を受けない。  

第７１条 

重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，重大事故等の収束に必要となる水の供給

設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７２条 

電源設備 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，電源設備に該当しないため，適用を受け

ない。 

第７３条 

計装設備 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，計装設備に該当しないため，適用を受け

ない。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，原子炉制御室等に係る設備に該当しない

ため，適用を受けない。 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，監視測定設備に該当しないため，適用を

受けない。 
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補 1－13 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装

置の構造を変更するが，緊急時対策所に該当しないため，適

用を受けない。 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，通信連絡を行うための必要な設備に該当

しないため，適用を受けない。  

第７８条 

準用 
× 

今回の逃がし安全弁用可搬型蓄電池の仕様変更では，当該装置

の構造を変更するが，内燃機関，電気設備の準用に係る設備に

該当しないため，適用を受けない。  
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補 1－14 

（３） 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

今回の申請対象は重大事故等対処施設（以下「SA」という。）ではないため，SA への基準適

合を要求する条文である第 49 条～第 78 条には該当しない。 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，設

計基準対象施設の地盤に係る設計を変更するものではないた

め，適用を受けない。 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
△ 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，変

更後においても地震による損傷の防止に影響がないこと（適合

していること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本

申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，重量及び構

造強度に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けないこ

とが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影響はな

い。また，既工事計画で確認された設計を変更するものではな

く，基本設計方針についても変更はない。 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，津

波による損傷の防止に係る設計を変更するものではないため，

適用を受けない。 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，外

部からの衝撃による損傷の防止に係る設計を変更するもので

はないため，適用を受けない。 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，立

ち入りの防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，発

電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る設備に該

当しないため，適用を受けない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，適用を受けない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，火

災による損傷の防止に係る設計を変更するものではないため，

適用を受けない。 
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補 1－15 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，発

電用原子炉施設内における溢水等による損傷の防止に係る設

計を変更するものではないため，適用を受けない。 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，安

全避難通路等に変更がないため，適用を受けない。 

第１４条 

安全設備 
△ 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，変

更後においても安全設備に影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，想定される環境条件に

おける設計に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けな

いことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影響

はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するもので

はなく，基本設計方針についても変更はない。 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
△ 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，変

更後においても設計基準対象施設の機能に影響がないこと（適

合していること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本

申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，保守点検が

可能な構造に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けな

いことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影響

はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するもので

はなく，基本設計方針についても変更はない。 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，全

交流動力電源喪失対策設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第１７条 

材料及び構造 
△ 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，変

更後においても材料及び構造に影響がないこと（適合している

こと）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，使用済燃料乾式容器の

密封機能等に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けな

いことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影響

はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するもので

はなく，基本設計方針についても変更はない。 
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補 1－16 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第１９条 

流体振動等による損傷の

防止 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，流

体振動等による損傷の防止に係る設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，安

全弁等に該当しないため，適用を受けない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 施設時基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設備は

本条文の適用を受ける設備ではないため，適用を受けない。 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，炉

心等に該当しないため，適用を受けない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，熱

遮蔽材に該当しないため，適用を受けない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，一

次冷却材に該当しないため，適用を受けない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

△ 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，変

更後においても燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備に影響がない

こと（適合していること）を確認する必要があり，変更の工事

の内容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，

使用済燃料乾式容器の密封機能等に変更はなく，工事計画に係

る内容に影響を受けないことが明確に確認できることから，技

術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された

設計を変更するものではなく，基本設計方針についても変更は

ない。 

17



補 1－17 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，原

子炉冷却材圧力バウンダリに該当しないため，適用を受けな

い。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，原

子炉冷却材圧力バウンダリの隔離装置等に該当しないため，適

用を受けない。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，一

次冷却材処理装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，逆

止め弁に該当しないため，適用を受けない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，蒸

気タービンに該当しないため，適用を受けない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，非

常用炉心冷却設備に該当しないため，適用を受けない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，循

環設備等に該当しないため，適用を受けない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，計

測装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，安

全保護装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，反

応度制御系統及び原子炉停止系統に該当しないため，適用を受

けない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，制

御材駆動装置に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－18 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，原

子炉制御室等に該当しないため，適用を受けない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，廃

棄物処理設備等に該当しないため，適用を受けない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，廃

棄物貯蔵設備等に該当しないため，適用を受けない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，放

射性物質による汚染の防止に係る設計を変更するものではな

いため，適用を受けない。 

第４２条 

生体遮蔽等 
△ 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，変

更後においても生体遮蔽等に影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，使用済燃料乾式容器の

密封機能等に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けな

いことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影響

はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するもので

はなく，基本設計方針についても変更はない。 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，換

気設備に該当しないため，適用を受けない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，原

子炉格納施設に該当しないため，適用を受けない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，保

安電源設備に該当しないため，適用を受けない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，緊

急時対策所に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－19 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，警

報装置等に該当しないため，適用を受けない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の使用済燃料乾式貯蔵容器の要目表の記載適正化では，補

助ボイラ，ガスタービン，内燃機関，電気設備の準用に係る設

備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－20 

（４） 原子炉冷却系統施設（竜巻防護扉） 

今回の申請対象は重大事故等対処施設（以下「SA」という。）ではないため，SA への基準適

合を要求する条文である第 49 条～第 78 条には該当しない。 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
△ 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，変更後に

おいても設計基準対象施設の地盤に影響がないこと（適合して

いること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請

内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，重量及び配置に

変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確

に確認できることから，技術基準の適合性に影響はない。また，

既工事計画で確認された設計を変更するものではなく，基本設

計方針についても変更はない。 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
△ 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，変更後に

おいても地震による損傷の防止に関する設計に影響がないこ

と（適合していること）を確認する必要があり，変更の工事の

内容（本申請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，重

量及び構造強度に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受

けないことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に

影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するも

のではなく，基本設計方針についても変更はない。 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，津波によ

る損傷の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を

受けない。 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，変更後に

おいても外部からの衝撃による損傷の防止に関する設計に影

響がないこと（適合していること）を確認する必要があり，適

合性確認対象条文となるが，設計竜巻荷重及びその他考慮すべ

き荷重並びに扉の外殻を構成する部材の評価式に基づく貫通

を生じない最小必要厚さに変更はなく，工事計画に係る内容に

影響を受けないことが明確に確認できることから，技術基準の

適合性に影響はない。 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，立ち入り

の防止に係る設計を変更するものではないため，適用を受けな

い。 
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補 1－21 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，発電用原

子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る設計を変更する

ものではないため，適用を受けない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，適用を受けない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，変更後に

おいても火災による損傷の防止に影響がないこと（適合してい

ること）を確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，

既工事計画で確認された火災防護を行う機器等の選定並びに

火災区域及び火災区画の設定，火災発生防止に係る設計，火災

の感知及び消火に係る設計，火災の影響軽減対策に係る設計，

その他の内部火災に係る防護の設計を変更するものではなく，

工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確に確認でき

ることから，技術基準の適合性に影響はない。また，既工事計

画で確認された設計を変更するものではなく，基本設計方針に

ついても変更はない。 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，発電用原

子炉施設内における溢水等による損傷の防止に係る設計を変

更するものではないため，適用を受けない。 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，安全避難

通路等に変更がないため，適用を受けない。 

第１４条 

安全設備 
△ 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，変更後に

おいても安全設備に関する設計に影響がないこと（適合してい

ること）を確認する必要があり，適合性確認対象条文となるが，

想定される環境条件における設計に変更はなく，工事計画に係

る内容に影響を受けないことが明確に確認できることから，技

術基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された

設計を変更するものではなく，基本設計方針についても変更は

ない。 
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補 1－22 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
△ 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，変更後に

おいても設計基準対象施設の機能に関する設計に影響がない

こと（適合していること）を確認する必要があり，適合性確認

対象条文となるが，他発電所との共有，保守点検及び飛散物に

よる損傷防護に係る設計に変更はなく，工事計画に係る内容に

影響を受けないことが明確に確認できることから，技術基準の

適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変

更するものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 
今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，全交流動

力電源喪失対策設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，材料及び

構造に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第１９条 

流体振動等による損傷の

防止 

× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，流体振動

等による損傷の防止に係る設備に該当しないため，適用を受け

ない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，安全弁等

に該当しないため，適用を受けない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 施設時基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設備は

本条文の適用を受ける設備ではないため，適用を受けない。 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，炉心等に

該当しないため，適用を受けない。 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，熱遮蔽材

に該当しないため，適用を受けない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，一次冷却

材に該当しないため，適用を受けない。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 
今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，燃料取扱

設備及び燃料貯蔵設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 
今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，原子炉冷

却材圧力バウンダリに該当しないため，適用を受けない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，原子炉冷

却材圧力バウンダリの隔離装置等に該当しないため，適用を受

けない。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，一次冷却

材処理装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，逆止め弁

に該当しないため，適用を受けない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，蒸気ター

ビンに該当しないため，適用を受けない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，非常用炉

心冷却設備に該当しないため，適用を受けない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，循環設備

等に該当しないため，適用を受けない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，計測装置

に該当しないため，適用を受けない。 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，安全保護

装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，反応度制

御系統及び原子炉停止系統に該当しないため，適用を受けな

い。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，制御材駆

動装置に該当しないため，適用を受けない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，原子炉制

御室等に該当しないため，適用を受けない。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，廃棄物処

理設備等に該当しないため，適用を受けない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，廃棄物貯

蔵設備等に該当しないため，適用を受けない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，放射性物

質による汚染の防止が適用される設備に該当しないため，適用

を受けない。 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，生体遮蔽

等に該当しないため，適用を受けない。 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，換気設備

に該当しないため，適用を受けない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，原子炉格

納施設に該当しないため，適用を受けない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，保安電源

設備に該当しないため，適用を受けない。 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，緊急時対

策所に該当しないため，適用を受けない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，警報装置

等に該当しないため，適用を受けない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の竜巻防護扉の基本設計方針の記載適正化では，補助ボイ

ラ，ガスタービン，内燃機関，電気設備の準用に係る設備に該

当しないため，適用を受けない。 
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（５） その他発電用原子炉の附属施設（防潮扉２） 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ４ 条 

設計基準対象施設の地盤 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後においても

設計基準対象施設の地盤への影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，基礎地盤の支持性能に

対する評価方法に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受

けないことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に

影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するも

のではなく，基本設計方針についても変更はない。 

第 ５ 条 

地震による損傷の防止 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後においても

地震による損傷の防止への影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，重量及び構造強度に変

更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確に

確認できることから，技術基準の適合性に影響はない。また，

既工事計画で確認された設計を変更するものではなく，基本設

計方針についても変更はない。 

第 ６ 条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後においても

津波による損傷の防止への影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，強度評価で用いられて

いる遡上津波荷重に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を

受けないことが明確に確認できることから，技術基準の適合性

に影響はない。また，既工事計画で確認された設計を変更する

ものではなく，基本設計方針についても変更はない。 

第 ７ 条 

外部からの衝撃による損

傷の防止 

△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後においても

外部からの衝撃による損傷の防止への影響がないこと（適合し

ていること）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申

請内容）に対し，適合性確認対象条文となるが，強度評価で用

いられている漂流物の衝突荷重に変更はなく，工事計画に係る

内容に影響を受けないことが明確に確認できることから，技術

基準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設

計を変更するものではなく，基本設計方針についても変更はな

い。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第 ８ 条 

立ち入りの防止 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，立ち入りの防止に

係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第 ９ 条 

発電用原子炉施設への人

の不法な侵入等の防止 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，発電用原子炉施設

への人の不法な侵入等の防止に係る設備に該当しないため，適

用を受けない。 

第１０条 

急傾斜地の崩壊の防止 
× 

東海第二発電所において急傾斜地崩壊危険区域に指定された

箇所はないため，適用を受けない。 

第１１条 

火災による損傷の防止 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後においても

火災による損傷の防止への影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，森林火災に対する影響

評価方法に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けない

ことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影響は

ない。また，既工事計画で確認された設計を変更するものでは

なく，基本設計方針についても変更はない。 

第１２条 

発電用原子炉施設内にお

ける溢水等による損傷の

防止 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，発電用原子炉施設

内における溢水等による損傷の防止に係る設計を変更するも

のではないため，適用を受けない。 

第１３条 

安全避難通路等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，安全避難通路等に

変更がないため，適用を受けない。 

第１４条 

安全設備 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後においても

安全設備への影響がないこと（適合していること）を確認する

必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）に対し，適合性

確認対象条文となるが，想定される環境条件における設計に変

更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けないことが明確に

確認できることから，技術基準の適合性に影響はない。また，

既工事計画において確認された設計を変更するものではなく，

また，基本設計方針についても変更はない。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第１５条 

設計基準対象施設の機能 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後においても

設計基準対象施設の機能への影響がないこと（適合しているこ

と）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）

に対し，適合性確認対象条文となるが，保守点検が可能な構造

に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けないことが明

確に確認できることから，技術基準の適合性に影響はない。ま

た，既工事計画において確認された設計を変更するものではな

く，基本設計方針についても変更はない。 

第１６条 

全交流動力電源喪失対策

設備 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，全交流動力電源喪

失対策設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１７条 

材料及び構造 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，材料及び構造に係

る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第１８条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第１９条 

流体振動等による損傷の

防止 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，流体振動等による

損傷の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２０条 

安全弁等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，安全弁等に該当し

ないため，適用を受けない。 

第２１条 

耐圧試験等 
× 施設時基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第２２条 

監視試験片 
× 

容器の中性子照射による劣化に対する要求であり，対象設備は

本条文の適用を受ける設備ではないため，適用を受けない。 

第２３条 

炉心等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，炉心等に該当しな

いため，適用を受けない。 

28



補 1－28 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第２４条 

熱遮蔽材 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，熱遮蔽材に該当し

ないため，適用を受けない。 

第２５条 

一次冷却材 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，一次冷却材に該当

しないため，適用を受けない。 

第２６条 

燃料取扱設備及び燃料貯

蔵設備 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，燃料取扱設備及び

燃料貯蔵設備に該当しないため，適用を受けない。 

第２７条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉冷却材圧力

バウンダリに該当しないため，適用を受けない。 

第２８条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリの隔離装置等 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉冷却材圧力

バウンダリの隔離装置等に該当しないため，適用を受けない。 

第２９条 

一次冷却材処理装置 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，一次冷却材処理装

置に該当しないため，適用を受けない。 

第３０条 

逆止め弁 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，逆止め弁に該当し

ないため，適用を受けない。 

第３１条 

蒸気タービン 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，蒸気タービンに該

当しないため，適用を受けない。 

第３２条 

非常用炉心冷却設備 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，非常用炉心冷却設

備に該当しないため，適用を受けない。 

第３３条 

循環設備等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，循環設備等に該当

しないため，適用を受けない。 

第３４条 

計測装置 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，計測装置に該当し

ないため，適用を受けない。 
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技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第３５条 

安全保護装置 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，安全保護装置に該

当しないため，適用を受けない。 

第３６条 

反応度制御系統及び原子

炉停止系統 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，反応度制御系統及

び原子炉停止系統に該当しないため，適用を受けない。 

第３７条 

制御材駆動装置 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，制御材駆動装置に

該当しないため，適用を受けない。 

第３８条 

原子炉制御室等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉制御室等に

該当しないため，適用を受けない。 

第３９条 

廃棄物処理設備等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，廃棄物処理設備等

に該当しないため，適用を受けない。 

第４０条 

廃棄物貯蔵設備等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，廃棄物貯蔵設備等

に該当しないため，適用を受けない。 

第４１条 

放射性物質による汚染の

防止 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，放射性物質による

汚染の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第４２条 

生体遮蔽等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，生体遮蔽等に該当

しないため，適用を受けない。 

第４３条 

換気設備 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，換気設備に該当し

ないため，適用を受けない。 

第４４条 

原子炉格納施設 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉格納施設に

該当しないため，適用を受けない。 

第４５条 

保安電源設備 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，保安電源設備に該

当しないため，適用を受けない。 
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補 1－30 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

設計基準対象施設 

第４６条 

緊急時対策所 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，緊急時対策所に該

当しないため，適用を受けない。 

第４７条 

警報装置等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，警報装置等に該当

しないため，適用を受けない。 

第４８条 

準用 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，準用に係る設備に

該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－31 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第４９条 

重大事故等対処施設の地

盤 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，重大事故等対処

施設の地盤に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第５０条 

地震による損傷の防止 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，地震による損傷

の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第５１条 

津波による損傷の防止 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，変更後において

も津波による損傷の防止への影響がないこと（適合している

こと）を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内

容）に対し，適合性確認対象条文となるが，強度評価で用い

られている遡上津波荷重に変更はなく，工事計画に係る内容

に影響を受けないことが明確に確認できることから，技術基

準の適合性に影響はない。また，既工事計画で確認された設

計を変更するものではなく，津波による損傷の防止に関する

基本設計方針についても変更はない。 

第５２条 

火災による損傷の防止 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，火災による損傷

の防止に係る設備に該当しないため，適用を受けない。 

第５３条 

特定重大事故等対処施設 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，特定重大事故等対

処施設に該当しないため，適用を受けない。 

第５４条 

重大事故等対処設備 
△ 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，重大事故等対処

設備に関する設計への影響がないこと（適合していること）

を確認する必要があり，変更の工事の内容（本申請内容）に

対し，適合性確認対象条文となるが，重大事故等対処施設の

施設区分に変更はなく，工事計画に係る内容に影響を受けな

いことが明確に確認できることから，技術基準の適合性に影

響はない。また，既工事計画で確認された設計を変更するも

のではなく，重大事故等対処設備に関する基本設計方針につ

いても変更はない。 

第５５条 

材料及び構造 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，材料及び構造に係

る設備に該当しないため，適用を受けない。 
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補 1－32 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第５６条 

使用中の亀裂等による破

壊の防止 

× 維持基準であることから，適用を受けない。 

第５７条 

安全弁等 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，安全弁等に該当

しないため，適用を受けない。 

第５８条 

耐圧試験等 
× 施設時基準又は維持基準であることから，適用を受けない。 

第５９条 

緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするた

めの設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にするための設備に該当しないた

め，適用を受けない。 

第６０条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に

該当しないため，適用を受けない。 

第６１条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するための設

備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するための設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第６２条 

原子炉冷却材圧力バウン

ダリ低圧時に発電用原子

炉を冷却するための設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉冷却材圧力

バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備に該

当しないため，適用を受けない。 

第６３条 

最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，最終ヒートシンク

へ熱を輸送するための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第６４条 

原子炉格納容器内の冷却

等のための設備 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉格納容器内

の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第６５条 

原子炉格納容器の過圧破

損を防止するための設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉格納容器の

過圧破損を防止するための設備に該当しないため，適用を受け

ない。 
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補 1－33 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第６６条 

原子炉格納容器下部の溶

融炉心を冷却するための

設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，原子炉格納容器下

部の溶融炉心を冷却するための設備に該当しないため，適用を

受けない。 

第６７条 

水素爆発による原子炉建

屋等の破損を防止するた

めの設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，水素爆発による原

子炉建屋等の破損を防止するための設備に該当しないため，適

用を受けない。 

第６８条 

水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するた

めの設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，水素爆発による原

子炉建屋等の損傷を防止するための設備に該当しないため，適

用を受けない。 

第６９条 

使用済燃料貯蔵槽の冷却

等のための設備 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，使用済燃料貯蔵槽

の冷却等のための設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７０条 

工場等への放射性物質の

拡散を抑制するための設

備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，工場等への放射性

物質の拡散を抑制するための設備に該当しないため，適用を受

けない。 

第７１条 

重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，重大事故等の収束

に必要となる水の供給設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第７２条 

電源設備 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，電源設備に該当し

ないため，適用を受けない。 

第７３条 

計装設備 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，計装設備に該当し

ないため，適用を受けない。 

第７４条 

運転員が原子炉制御室に

とどまるための設備 

× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，運転員が原子炉制

御室にとどまるための設備に該当しないため，適用を受けな

い。 

第７５条 

監視測定設備 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，監視測定設備に該

当しないため，適用を受けない。 

第７６条 

緊急時対策所 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，緊急時対策所に該

当しないため，適用を受けない。 
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補 1－34 

技術基準規則 
要否

判断 
理 由 

重大事故等対処施設 

第７７条 

通信連絡を行うために必

要な設備 

× 
今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，通信連絡を行うた

めに必要な設備に該当しないため，適用を受けない。 

第７８条 

準用 
× 

今回の防潮扉２の要目表の記載適正化では，準用に係る設備に

該当しないため，適用を受けない。 
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別紙 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」の条文整理の詳細 

 

○ 各添付書類において，設計及び工事計画変更認可申請における技術基準規則に対す

る適合条文の整理の詳細を示す。 

 

○ 各添付書類の資料構成は，今回の改造による既認可工事計画※1で確認された適合性

への影響等の整理のため，以下に示す構成としている。 

 

★補足の表の「要否判断」が「○」「△」の場合 

 

・「１．基準適合性の確認範囲」において，今回の改造にあたって確認する必要が

ある既認可工事計画※1の確認範囲を整理し，当該範囲の既認可工事計画※1で示

されている適合性を確認するために必要な評価方法等を纏めた。 

 

・「２．確認結果」では，「１．基準適合性の確認範囲」で纏めた評価方法等に基

づき，今回の改造による影響を確認した結果を示す。 

今回の改造による影響を確認するために必要な内容は，各添付書類に示す既

認可工事計画※1（抜粋），補足－7「緊急時対策所の非常用送風機及び非常用フ

ィルタ装置の構造変更並びに主配管の改造について」及び補足－8「逃がし安

全弁用可搬型蓄電池の仕様変更について」に示す。 

 

・「３．まとめ」では，「２．確認結果」を踏まえて，既認可工事計画※1で確認さ

れた適合性への影響の有無及び理由を纏め，纏めた内容を補足－1 の表で総括

する。 

 

★補足の表の「要否判断」が「×」の場合 

 

・「１．基準適合性の確認結果」にて今回の改造による影響を確認した結果を示

す。 

 
※1：東海第二発電所の工事計画（原規規発第 1810181 号。平成 30 年 10 月 18 日認可。） 
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す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
４

９
条

重
大
事

故
等

対
処

施
設

の
地

盤
】

49条－1

補足－１　添付書類１
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１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

（
２
）
逃
が
し
安
全
弁

用
可
搬
型

蓄
電
池
の
仕
様

変
更

①
地
盤
の
健
全
性
評
価

及
び
評
価

方
法
に
つ
い
て

ａ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
又

は
常
設
重

大
事
故
緩
和
設

備
が
設
置

さ
れ
る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
に
つ
い
て

は
，

基
準
地

震
動
Ｓ
ｓ
に
よ

る
地
震
力

が
作
用
し
た
場

合
に
お
い

て
も
，
接
地
圧

に
対
す
る

十
分
な
支
持
力

を
有
す
る

地
盤
に
設
置
す

る
こ
と
を

記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ
-
2
-1
-1

耐
震
設
計

の
基
本
方
針
の

概
要
」
（

1
,2
頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
2-
2 
原
子
炉
建
屋
の
耐

震
性
に
つ
い
て

の
計
算
書

」
（
1
頁
参
照
）

ｂ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
地
盤
の
健
全

性
は
最
大

接
地
圧
と
許
容

支
持
力
度

を
基
に
評
価
す

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ
-
1
-8
-3

原
子
炉
格

納
施
設
の
基
礎

に
関
す
る

説
明
書
」
（
2,
3
,1
1頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
9-
3-
4
 原

子
炉
建
屋
基

礎
盤
の
耐
震
性

に
つ
い
て

の
計
算
書
」
（

7
,1
0
,3
7頁

参
照

）
ｃ
．

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
評
価
フ
ロ
ー

に
お
い
て

接
地
圧
は
地
震

応
答
解
析

を
基
に
評
価
す

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ
-
2
-9
-3
-4
 原

子
炉

建
屋
基
礎
盤
の

耐
震
性
に

つ
い
て
の
計
算

書
」
（

8頁
参
照

）
今

回
の
変
更
認
可

申
請
に
伴

い
，
上
記
の
地

盤
の
健
全

性
に
係
る
基
本

方
針
及
び

評
価
方
法
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
す

る
。

②
接
地
圧
の
算
出
に
つ

い
て

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
接
地
圧
を
算

出
す
る
た

め
の
地
震
応
答

解
析
は
，

質
点
系
モ
デ
ル

に
基
づ
き

評
価
す
る
こ
と

を
記
載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-2
-1
 原

子
炉

建
屋
の
地
震
応

答
計
算
書

」
（
1
,
11
,1
2,
3
8,
3
9,
41
,
71
頁

参
照
）

「
補
足

-8
【

逃
が
し
安

全
弁
用
可
搬
型

蓄
電
池
の

仕
様
変
更
の
概
要
に
つ
い

て
】
」

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
接
地
圧

の
解
析
モ

デ
ル
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。

③
地
盤
の
支
持
力
の
算

出
に
つ
い

て
既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
地
盤
の
支
持

性
能
の
許

容
限
界
で
あ
る

極
限
支
持

力
は
，
建
築
基

礎
構
造
設

計
指
針
（
日
本

建
築
学
会
，
2
00
1）

の
支

持
力

算
定
式

に
基
づ
き
対
象

施
設
の
岩

盤
の
室
内
試
験

結
果
等
よ

り
設
定
す
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ
-
2
-1
-3
 地

盤
の
支

持
性
能
に
係
る

基
本
方
針

」
（
1
,
17
,1
8頁

参
照
）

今
回
の
変
更
認

可
申
請
に

伴
い
，
地
盤
の

支
持
力
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
４

９
条

重
大
事

故
等

対
処

施
設

の
地

盤
】

49条－2
38



確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
1 
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

・
地
盤

の
健
全
性
に
係
る
基
本
方

針
で
あ
り
，
今

回
の
緊
急

時
対
策
所
の
非

常
用
送
風

機
及
び
非
常
用

フ
ィ
ル
タ

装
置
の
構

造
変
更
並
び
に
主
配
管
の

改
造
に
よ
り
基

本
方
針
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【
（
１

）
①
ａ
】

・
地
盤

の
健
全
性
に
係
る
基
本
方

針
で
あ
り
，
今

回
の
逃
が

し
安
全
弁
用
可

搬
型
蓄
電

池
の
仕
様
変
更

に
よ
り
基

本
方
針
に

変
更
が
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【
（
２

）
①
ａ
】

Ⅴ
-2
-2
-
2 
原

子
炉
建
屋
の
耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算
書

・
原
子

炉
建
屋
は
，
重
大
事
故
等

対
処
施
設
に
お

い
て
は
「

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
及
び

常
設
重
大

事
故

緩
和
設
備
の
間

接
支
持
構

造
物
」
に
分
類

さ
れ
て
お

り
，
こ
の
分
類

に
つ
い
て

は
今
回
の
逃
が

し
安
全
弁

用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更
に

よ
り
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

（
２
）
①

ａ
】

Ⅴ
-2
-2
-
11
 緊

急
時
対

策
所
建
屋

の
耐
震
性
に
つ

い
て
の

計
算
書

・
緊
急

時
対
策
所
建
屋
は
，
重
大

事
故
等
対
処
施

設
に
お
い

て
は
「
常
設
重

大
事
故
緩

和
設
備
の
間
接

支
持
構
造

物
」
に

分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

，
緊
急
時
対
策

所
遮
蔽
は

，
重
大
事
故
等

対
処
施
設

に
お
い
て
「
常

設
重
大
事

故
緩
和

設
備
」
に
分
類
さ
れ
て
お

り
，
こ
の
分
類

に
つ
い
て

は
今
回
の
緊
急

時
対
策
所

の
非
常
用
送
風

機
及
び
非

常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の
構
造
変
更

並
び
に
主
配
管

の
改
造
に

よ
り
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

（
１
）
①

ａ
】

・
地
盤

の
健
全
性
は
杭
の
軸
力
，

極
限
支
持
力
と

残
留
引
抜

き
抵
抗
力
を
基

に
評
価
し

て
お
り
，
杭
の

軸
力
は
地

震
応
答
解

析
結
果
を
踏
ま
え
た
動
的

応
力
解
析
の
結

果
か
ら
算

出
し
て
い
る
た

め
，
今
回

の
緊
急
時
対
策

所
非
常
用

送
風
機

及
び
緊
急
時
対
策
所
非
常

用
フ
ィ
ル
タ
装

置
の
構
造

変
更
並
び
に
緊

急
時
対
策

所
換
気
系
主
配

管
の
改
造

に
よ
り

評
価
方
法
に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
（

１
）
①
ｂ

,ｃ
】

Ⅴ
-1
-8
-
3 
原

子
炉
格
納
施
設
の

基
礎
に
関
す
る

説
明
書

Ⅴ
-2
-9
-
3-
4 
原
子
炉
建
屋
基
礎

盤
の
耐
震
性
に

つ
い
て

の
計
算
書

・
地
盤

の
健
全
性
は
最
大
接
地
圧

と
許
容
支
持
力

度
を
基
に

評
価
し
て
お
り

，
接
地
圧

は
地
震
応
答
解

析
に
基
づ

く
動
的
解

析
の
結
果
か
ら
算
出
し
て

い
る
た
め
，
今

回
の
逃
が

し
安
全
弁
用
可

搬
型
蓄
電

池
の
仕
様
変
更

に
よ
り

評
価

方
法
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
（
２
）

①
ｂ
,
ｃ
】

２
．
確

認
結
果

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
４

９
条

重
大
事

故
等

対
処

施
設

の
地

盤
】

49条－3
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-7
【
緊
急
時
対
策

所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用

フ
ィ
ル
タ
装
置

の
構
造
変

更
並
び
に
主
配

管
の
改

造
の
に
つ
い
て

】

・
今
回

の
緊
急
時
対
策
所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

並
び
に
主
配
管

の
改
造
に

よ
り
，
緊

急
時
対
策
所
の
非
常
用
送

風
機
及
び
非
常

用
フ
ィ
ル

タ
装
置
の
配
置

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

ま
た
，

大
幅
な
質
量
増
加
と
な
る

仕
様
変
更
で
は

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
（
１
）

②
】

補
足

-8
【
逃
が
し
安
全

弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更

の
概
要
に
つ
い

て
】

・
今
回

の
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更
に

よ
り
，
逃
が
し

安
全
弁
用

可
搬
型
蓄
電
池

の
配
置
に

変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
ま
た
，
大
幅

な
質
量
増

加
と
な
る
仕
様

変
更
で
は

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
（
２

）
②
】

Ⅴ
-2
-2
-
10
 緊

急
時
対

策
所
建
屋

の
地
震
応
答
計

算
書

・
地
震

応
答
解
析
モ
デ
ル
に
お
け

る
各
標
高
の
質

点
重
量
の

う
ち
，
当
該
非

常
用
送
風

機
及
び
非
常
用

フ
ィ
ル
タ

装
置
並
び

に
主
配
管
が
設
置
さ
れ
る

標
高
2
3
.3
0m
か

ら
標
高

51
.
00
mの

各
質
点

重
量
は
そ

れ
ぞ
れ

2万
k
N～

9万
kN
規

模
（
質

量
換
算
：
約

2千
to
n～

9千
to
n規

模
）
で

あ
り
，
今

回
の
機
器
・
配

管
系
の
重

量
増
加
は
合
計

で
約

13
to
n

と
小
さ

い
こ
と
か
ら
，
緊
急
時
対

策
所
建
屋
の
地

震
応
答
解

析
へ
の
影
響
は

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
（
１
）

②
】

Ⅴ
-2
-2
-
1 
原

子
炉
建
屋
の
地
震

応
答
計
算
書

・
地
震

応
答
解
析
モ
デ
ル
に
お
け

る
各
標
高
の
質

点
重
量
の

う
ち
，
当
該
逃

が
し
安
全

弁
用
可
搬
型
蓄

電
池
が
設

置
さ
れ
る

標
高
1
4
.0
0m
か
ら
標
高

20
.
30
mの

各
質
点

重
量
は
そ

れ
ぞ
れ

20
万

kN
規
模
（
質

量
換
算
：
約

2万
to
n規

模
）
で

あ
り
，
当
該
逃
が
し
安
全

弁
用
可
搬
型
蓄

電
池
の
仕

様
変
更
に
よ
る

重
量
の
増

減
に
比
べ
て
，

各
標
高
の

質
点
重

量
は
非
常
に
大
き
い
こ
と

か
ら
，
今
回
の

逃
が
し
安

全
弁
用
可
搬
型

蓄
電
池
の

仕
様
変
更
に
よ

り
地
震
応

答
解
析

の
変
更
は
な
い
た
め
，
原

子
炉
建
屋
基
礎

盤
の
接
地

圧
の
評
価
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。

【
（
２

）
②
】

Ⅴ
-2
-1
-
3 
地

盤
の
支
持
性
能
に

係
る
基
本
方
針

・
地
盤

の
支
持
性
能
の
許
容
限
界

で
あ
る
極
限
支

持
力
と
残

留
引
抜
き
抵
抗

力
は
，
地

盤
物
性
等
に
よ

り
算
出
さ

れ
る
た
め

，
今
回
の
緊
急
時
対
策
所

の
非
常
用
送
風

機
及
び
非

常
用
フ
ィ
ル
タ

装
置
の
構

造
変
更
並
び
に

主
配
管
の

改
造
に

よ
り
地
盤
の
支
持
性
能
に

変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認

し
た
。
【
（
１

）
③
】

・
地
盤

の
支
持
性
能
の
許
容
限
界

で
あ
る
極
限
支

持
力
は
，

地
盤
物
性
等
に

よ
り
算
出

さ
れ
る
た
め
，

今
回
の

逃
が

し
安
全
弁
用
可

搬
型
蓄
電

池
の
仕
様
変
更

に
よ
り
地

盤
の
支
持
性
能

に
変
更
が

な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

【
（
２

）
③
】

２
．
確

認
結
果

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
４

９
条

重
大
事

故
等

対
処

施
設

の
地

盤
】

49条－4
40



３
．
ま
と
め

（
１
）
緊
急
時
対
策
所

の
非
常
用

送
風
機
及
び
非

常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置
の
構

造
変
更
並

び
に
主
配
管
の

改
造

・
今
回
の
緊
急
時

対
策
所
の

非
常
用
送
風
機

及
び
非
常

用
フ
ィ
ル
タ
装

置
の
構
造

変
更
並
び
に
主

配
管
の
改

造
に
つ
い
て
，

地
盤
の
健
全
性
に
係
る
基

本
方

針
，
建

屋
の
耐
震
分
類

及
び
評
価

方
法
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

・
機
器
・
配
管
系

の
重
量
が

増
加
す
る
も
の

の
，
緊
急

時
対
策
所
建
屋

の
各
標
高

の
質
点
重
量
は

2万
kN
～

9万
kN
規
模
（
質
量
換
算

：
約
2
千
t
on
～

9千
to
n

規
模
）

で
あ
り
，
今
回

の
機
器
・

配
管
系
の
重
量

増
加
は
合

計
で
約

13
to
nと

小
さ
い

こ
と
か
ら
，
緊

急
時
対
策

所
建
屋
の
地
震

応
答
解
析

へ
の
影
響
は
な

い
た
め

，
緊
急
時
対
策

所
建
屋
の

接
地
圧
の
評
価

に
変
更
が

な
い
。
ま
た
，

地
盤
の
支

持
力
は
地
盤
物

性
等
に
よ

り
算
出
さ
れ
る

た
め
，
今

回
の
構
造
変

更
及
び

改
造
に
よ
る
変

更
は
な
い

こ
と
か
ら
技
術

基
準
の
適

合
性
に
影
響
は

な
い
。

・
重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

地
盤
に
係
る
設

計
に
変
更

は
な
い
こ
と
か

ら
，
既
工

事
計
画
か
ら
設

計
内
容
に

変
更
が
な
い
。

ま
た
，
重
大
事
故
等
対
処

施
設

の
地
盤

に
関
す
る
基
本

設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変

更
は
な
い

。
（
２
）
逃
が
し
安
全
弁

用
可
搬
型

蓄
電
池
の
仕
様

変
更

・
今
回
の
逃
が
し

安
全
弁
用

可
搬
型
蓄
電
池

の
仕
様
変

更
に
つ
い
て
，

地
盤
の
健

全
性
に
係
る
基

本
方
針
，

建
屋
の
耐
震
分

類
及
び
評
価
方
法
に
変
更

が
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

・
設
備
の
配
置
の

変
更
は
な

く
，
逃
が
し
安

全
弁
用
可

搬
型
蓄
電
池
の

仕
様
変
更

に
よ
り

19
5㎏

程
度
増
加

す
る
も
の
の
，

当
該
逃
が

し
安
全
弁
用
可

搬
型

蓄
電
池
が
設
置

さ
れ
る
各

標
高
の
質
点
重

量
は
非
常

に
大
き
い
こ
と

か
ら
，
地

震
応
答
解
析
へ

の
影
響
は

な
い
た
め
，
原

子
炉
建
屋
基
礎
盤
の
接
地

圧
の

評
価
に

変
更
が
な
い
。

ま
た
，
地

盤
の
支
持
力
は

地
盤
物
性

等
に
よ
り
算
出

さ
れ
る
た

め
，
今
回
の
仕

様
変
更
に

よ
る
変
更
が
な

い
こ
と
か

ら
，
技
術
基

準
の
適

合
性
に
影
響
は

な
い
。

・
重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

地
盤
に
係
る
設

計
に
変
更

が
な
い
こ
と
か

ら
，
既
工

事
計
画
か
ら
設

計
内
容
に

変
更
が
な
い
。

ま
た
，
重
大
事
故
等
対
処

施
設

の
地
盤

に
関
す
る
基
本

設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変

更
は
な
い

。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
４

９
条

重
大
事

故
等

対
処

施
設

の
地

盤
】
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緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

１
．
基
準
適
合
性
の
確

認
範
囲

（
１
）
緊
急
時
対
策
所

の
非
常
用

送
風
機
及
び
非

常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置
の
構

造
変
更
並

び
に
主
配
管
の

改
造

①
耐
震
設
計
の
基
本
事

項
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

そ
れ
ぞ
れ
の
施

設
区
分
に

応
じ
た
地
震
力

に
対
し
て

構
造
強
度
を
確

保
す
る
よ

う
に
す
る
た
め

，
設
置
変

更
許
可
申
請
書

の
設
計
方

針
に
基
づ
く
と

と
も
に
，

設
計
基
準
対
象

施
設
の
工

事
計
画
認
可
に

お
い
て
実

績
の
あ
る
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ
４
６

０
１
等
の

規
格
及

び
基
準
等
に
基

づ
く
手
法

を
準
用
し
て
，

常
設
耐
震

重
要
重
大
事
故

防
止
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
（

特
定
重
大

事
故
等
対

処
施
設

を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常
設

重
大
事
故
防
止

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等
対

処
施
設

（
特
定

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

除
く
。
以
下
同

じ
。
）
，

常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
（

特
定
重
大

事
故
等
対

処
施
設

を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）

に
分
類
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
が
設

置
さ
れ
る

重
大
事
故
等
対

処
施
設
に

つ
い
て
は
，
基

準
地
震
動

Ｓ
ｓ
に
よ

る
地
震

力
に
対

し
て
重
大
事
故

に
至
る
お

そ
れ
が
あ
る
事

故
に
対
処

す
る
た
め
に
必

要
な
機
能

が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
が

な
い
よ
う
に
す

る
た
め
，

設
置
変
更

許
可
申

請
書
の
設
計
方

針
に
基
づ

く
と
と
も
に
，

設
計
基
準

対
象
施
設
の
工

事
計
画
認

可
に
お
い
て
実

績
の
あ
る

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４
６

０
１
等
の

規
格
及
び

基
準
等

に
基
づ
く
手
法

を
準
用
し

て
，
当
該
施
設

の
機
能
を

維
持
す
る
設
計

と
し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
以
外

の
常
設
重

大
事
故
防
止
設

備
が
設
置

さ
れ
る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
に
つ
い
て

は
，
設

置
許
可
基
準
規

則
第
４
条

第
２
項
の
規
定

に
よ
り
算

定
す
る
地
震
力

に
十
分
に

耐
え
る
よ
う
に

す
る
た
め

，
設
置
変
更
許

可
申
請
書

の
設
計
方

針
に
基

づ
く
と
と
も
に

，
設
計
基

準
対
象
施
設
の

工
事
計
画

認
可
に
お
い
て

実
績
の
あ

る
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４

６
０
１
等

の
規
格
及
び
基

準
等
に
基

づ
く
手
法

を
準
用

し
て
，
当
該
施

設
の
機
能

を
維
持
す
る
設

計
と
し
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

50条－1
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①
耐
震
設
計
の
基
本
事

項
に
つ
い

て
（
前
頁
の
続

き
）

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
に

つ
い
て
は

，
基
準
地
震
動

Ｓ
ｓ
に
よ
る
地
震
力

に
対
し

て
重
大

事
故
に
対
処
す

る
た
め
に

必
要
な
機
能
が

損
な
わ
れ

る
お
そ
れ
が
な

い
よ
う
に

す
る
た
め
，
設

置
変
更
許

可
申
請
書
の
設

計
方
針
に

基
づ
く
と

と
も
に

，
設
計
基
準
対

象
施
設
の

工
事
計
画
認
可

に
お
い
て

実
績
の
あ
る
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｇ
４

６
０
１
等
の
規

格
及
び
基

準
等
に
基
づ
く

手
法
を
準

用
し
て
，

当
該
施

設
の
機
能
を
維

持
す
る
設

計
と
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
8-
3 
3
-1
 緊

急
時
対
策

所
換
気
系
ダ
ク

ト
の
耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算
書
」

（
1
,1
1
,1
5,
16
,
17
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
8-
3 
3
-2
 管

の
耐
震
性

に
つ
い
て
の
計

算
書
」
（

1
,1
2,
2
7,
28
,3
0頁

参
照

）
「
Ⅴ

-2
-
8-
3 
3
-3
 緊

急
時
対
策

所
非
常
用
送
風

機
の
耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算
書
」

（
1
,3
,
8,
9頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
8-
3 
3
-4
 緊

急
時
対
策

所
非
常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置

の
耐
震
性
に
つ

い
て
の
計

算
書
」
（

1,
9,
1
6,
1
7頁

参
照
）

「
補
足

-
7 
【

緊
急
時
対
策
所
の

非
常
用
送
風
機

及
び
非
常

用
フ
ィ
ル
タ
装

置
の
構
造

変
更
並
び
に
主

配
管
の
改

造
に
つ
い
て
】

参
照
」

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

耐
震
設
計
の
基

本
方
針
に

変
更
が
な
く
，

上
記
方
針

を
踏
ま
え
て
設

計
し
て
い

る
こ
と
を
確
認

す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

50条－2
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②
施
設
区
分
に
つ
い
て

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
重
大
事
故
等

対
処
施
設

の
施
設
区
分
に

つ
い
て
は

，
施
設
の
各
設

備
が
有
す

る
重
大
事
故
等

時
に
対
処
す
る
た
め
に
必

要
な

機
能
及

び
設
置
状
態
を

踏
ま
え
て

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常

設
重
大
事
故
防

止
設
備
が

設
置
さ
れ
る
重

大
事
故
等

対
処
施
設
，
常

設
重
大
事

故
緩
和
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

に
分
類
し
た
上

で
，
施

設
に
要
求
さ
れ

る
機
能
の

役
割
に
応
じ
て

，
施
設
を

構
成
す
る
設
備

（
設
備
，

直
接
支
持
構
造

物
，
間
接

支
持
構
造
物
，

波
及
的
影

響
を
考
慮
す
べ

き
施
設

）
に
適
切
に
区

分
し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
5
,
6頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
4
,5
,
41
,5
9,
6
0頁

参
照

）
「
補
足

-
7 
【

緊
急
時
対
策
所
の

非
常
用
送
風
機

及
び
非
常

用
フ
ィ
ル
タ
装

置
の
構
造

変
更
並
び
に
主

配
管
の
改

造
に
つ
い
て
】

参
照
」

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

施
設
区
分
の
分

類
に
変
更

が
な
く
，
上
記

方
針
を
踏

ま
え
て
設
計
し

て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る

。

③
地
震
力
の
算
定
方
法

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

静
的
地
震
力
に

関
し
て
は

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常
設

重
大
事
故
防
止

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等

対
処
施
設
に
つ

い
て
，
設

置
変
更
許
可
申

請
書
の
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の
耐

震
設
計
で
示
さ

れ
た
静
的

地
震
力
の
算
定

方
針
に
基

づ
き
，
施

設
の
耐

震
重
要
度
に
応

じ
た
係
数

を
乗
じ
，
施
設

の
振
動
特

性
及
び
地
盤
の

種
類
を
考

慮
す
る
な
ど
し

て
，
建
物

・
構
築
物
，
機

器
・
配
管

系
の
そ
れ

ぞ
れ
に

対
し
て
適
切
に

算
定
し
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
,
8頁

参
照
）

「
補
足

-
7 
【

緊
急
時
対
策
所
の

非
常
用
送
風
機

及
び
非
常

用
フ
ィ
ル
タ
装

置
の
構
造

変
更
並
び
に
主

配
管
の
改

造
に
つ
い
て
】

参
照
」

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
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よ
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③
地
震
力
の
算
定
方
法

に
つ
い
て

（
前
頁
の
続
き

）
ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

動
的
地
震
力
に

関
し
て
は

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

，
常
設
重
大
事

故
緩
和

設
備
が
設
置
さ

れ
る
重
大

事
故
等
対
処
施

設
に
つ
い

て
，
地
震
応
答

解
析
の
適

用
性
及
び
適
用

限
界
等
を

考
慮
し
て
解
析

手
法
を
選

定
す
る
と

と
も
に

，
施
設
及
び
地

盤
の
構
造

特
性
，
振
動
特

性
，
相
互

作
用
等
を
考
慮

し
て
解
析

条
件
を
設
定
し

た
上
で
，

建
物
・
構
築
物

の
入
力
地

震
動
評
価

並
び
に

建
物
・
構
築
物

及
び
機
器

・
配
管
系
の
地

震
応
答
解

析
を
実
施
し
て

，
地
震
力

を
適
切
に
算
定

し
て
い
る

こ
と
，
ま
た
，

動
的
地
震

力
の
算
定

に
当
た

っ
て
，
建
物
・

構
築
物
の

剛
性
及
び
地
盤

の
剛
性
の

ば
ら
つ
き
等
を

適
切
に
考

慮
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
8
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
6 
地
震
応
答
解
析
の

基
本
方
針
」
（

3
,9
,
10
頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

地
震
力
の
算
定

方
法
及
び

地
震
応
答
解
析

の
算
定
に

変
更
が
な
く
，

上
記
方
針

を
踏
ま
え
て
設

計
し
て
い

る
こ
と
を
確

認
す
る

。

④
荷
重
の
組
合
せ
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
，
津
波

防
護
施
設

等
に
つ
い
て
は

，
施
設
区

分
に
応
じ
て
，

そ
れ
ぞ
れ

の
施
設
に
作
用

す
る
地

震
力
と
重
大
事

故
等
時
の

状
態
で
施
設
に

作
用
す
る

荷
重
等
の
地
震

力
以
外
の

荷
重
を
適
切
に

組
み
合
わ

せ
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
3～

15
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
荷
重
と
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
と
の

組
合
せ
に

つ
い
て
は
，
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
の
影

響
が
地
震

荷
重
と
比
べ
て

無
視
で

き
な
い
構
造
，

形
状
及
び

仕
様
を
有
す
る

施
設
を
屋

外
施
設
か
ら
選

定
し
，
当

該
施
設
の
評
価

に
お
い
て

考
慮
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

支
持
す
る
建
物

・
構
築
物

の
当
該
部
分
の

支
持
機
能

を
確
認
す
る
場

合
に
つ
い

て
は
，
支
持
さ

れ
る
施

設
の
施
設
区
分

に
応
じ
た

地
震
力
と
常
時

作
用
し
て

い
る
荷
重
，
重

大
事
故
等

時
の
状
態
で
施

設
に
作
用

す
る
荷
重
及
び

そ
の
他
必

要
な
荷
重

と
を
組

み
合
わ
せ
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
2
,1
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

荷
重
の
組
合
せ

に
変
更
が

な
く
，
上
記
方

針
を
踏
ま

え
て
設
計
し
て

い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て
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⑤
許
容
限
界
に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
の
そ
れ

ぞ
れ
の
強

度
評
価
に
お
け

る
許
容
限

界
に
つ
い
て
は

，
安
全
上

適
切
と
認
め
ら

れ
る
規

格
及
び
基
準
等

に
基
づ
き

，
施
設
の
機
能

を
維
持
又

は
構
造
強
度
を

確
保
で
き

る
設
定
と
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5～

17
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
時
又
は
地

震
後
に
動

的
機
能
が
要
求

さ
れ
る
機

器
等
の
機
能
維

持
評
価
に

お
け
る
許
容
限

界
に
つ
い

て
は
，
実
証
試

験
等
に

よ
り
確
認
さ
れ

て
い
る
機

能
維
持
加
速
度

等
を
設
定

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
3
,
18
頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

許
容
限
界
に
変

更
が
な
く

，
上
記
方
針
を

踏
ま
え
て

設
計
し
て
い
る

こ
と
を
確

認
す
る
。

⑥
波
及
的
影
響
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

波
及
的
影
響
に

つ
い
て
は

，
考
慮
す
べ
き

事
象
の
選

定
，
考
慮
す
べ

き
施
設
の

抽
出
及
び
耐
震

計
算
を
適

切
に
実
施
し
，

Ｂ
ク
ラ

ス
及
び
Ｃ
ク
ラ

ス
の
施
設

に
加
え
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
以
外

の
常
設
重
大
事

故
防
止
設

備
が
設
置
さ
れ

る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
，

可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処

設
備
並
び
に
常

設
重
大
事

故
防
止
設
備
及

び
常
設
重

大
事
故
緩
和
設

備
の
い
ず

れ
に
も
属
さ
な

い
常
設
の

重
大
事
故

等
対
処

施
設
（
以
下
「

下
位
ク
ラ

ス
」
と
い
う
。

）
の
波
及

的
影
響
に
よ
っ

て
，
常
設

耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止

設
備
又
は
常
設

重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置

さ
れ
る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
の
重
大
事

故
等
に
対

処
す
る
た
め
に

必
要
な
機

能
を
損
な
わ
な

い
設
計
と

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
事

象
に
つ
い

て
は
，
原
子
力

発
電
所
の

地
震
被
害
を
調

査
し
，
そ

の
結
果
を
考
慮

し
た
上
で

，
設
置
地
盤
及

び
地
震

応
答
性
状
の
相

違
等
に
起

因
す
る
相
対
変

位
又
は
不

等
沈
下
，
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
と
の
接
続

部
に
お
け

る
相
互
影
響
及

び
下
位
ク

ラ
ス
の
施

設
の
損

傷
，
転
倒
，
落

下
等
を
選

定
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
,
7頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
頁
参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
施

設
に
つ
い

て
は
，
敷
地
全

体
を
俯
瞰

し
た
調
査
・
検

討
に
基
づ

き
，
波
及
的
影

響
を
及
ぼ

す
可
能
性
の
あ

る
施
設

を
抽
出
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
4 
重
要
度
分
類
及
び

重
大
事
故
等
対

処
施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針
」

（
4
1,
5
9,
60
頁

参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
5 
波
及
的
影
響
に
係

る
基
本
方
針
」

（
1
1頁

参
照
）

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
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⑥
波
及
的
影
響
に
つ
い

て
（
前
頁

の
続
き
）

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
計
算
に
つ

い
て
は
，

抽
出
し
た
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
が
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
若
し

く
は
常
設
重
大

事
故
緩

和
設
備
が
設
置

さ
れ
る
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の
設

計
に
用
い
る
地

震
動
若
し

く
は
地
震
力
に

対
し
て
耐

震
性
を
有
し
て

い
る
こ
と

，
又
は
抽

出
し
た

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
若
し

く
は
常
設

重
大
事
故
緩
和

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等
対

処
施
設
が
，
下

位
ク
ラ
ス

の
施
設
の

波
及
的

影
響
の
発
生
に

よ
っ
て
作

用
す
る
荷
重
に

対
し
て
機

能
に
影
響
を
受

け
な
い
状

態
に
と
ど
ま
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

波
及
的
影
響
を

考
慮
し
た

設
計
に
変
更
が

な
く
，
上

記
方
針
を
踏
ま

え
て
設
計

し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す

る
。

⑦
水
平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
の

地
震
力
の
組
合

せ
に
よ
る

影
響
評
価
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方

向
の
地
震
力
の

組
合
せ
に

つ
い
て
は
，
常

設
耐
震
重

要
重
大
事
故
防

止
設
備
又

は
常
設
重
大
事

故
緩
和

設
備
が
設
置
さ

れ
る
重
大

事
故
等
対
処
施

設
及
び
波

及
的
影
響
を
考

慮
す
べ
き

施
設
を
対
象
に

，
当
該
組

合
せ
の
適
用
に

よ
っ
て
水

平
１
方
向

及
び
鉛

直
方
向
の
地
震

力
を
組
み

合
わ
せ
た
耐
震

計
算
へ
の

影
響
の
可
能
性

が
あ
る
施

設
又
は
設
備
を

抽
出
し
，

三
次
元
応
答
性

状
を
考
慮

し
た
上
で

基
準
地

震
動
を
適
用
し

て
当
該
組

合
せ
の
適
用
が

耐
震
性
評

価
に
及
ぼ
す
影

響
を
評
価

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
8 
水
平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向
地
震

力
の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針
」
（

1頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
12
 水

平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

」
（
4
2
,4
7,
50
,
51
頁
参
照
）

「
補
足

-
34
0-
7【

水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

適
切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
】
」
（

79
,
86
,
88
,8
9
,9
2,
9
3,
別
紙

4
-
5
8
,別

紙
4-
64
,別

紙
4-
68
頁
参
照
）

ｂ
．
そ

の
結
果
，
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

地
震
力
の

組
合
せ
に
よ
る

応
力
等
は

，
水
平
１
方
向

及
び
鉛
直

方
向
の
地
震
力

の
組
合
せ

に
対
し
，
同
等

又
は
増

加
す
る
傾
向
で

あ
っ
た
が

，
応
力
等
が
増

加
す
る
場

合
で
も
，
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

地
震
力
の

組
合
せ
に
よ
る

応
力
等
が

許
容
値
を

満
足
す

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
12
 水

平
２
方

向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

」
（
4
2
,4
7,
50
頁
参
照
）

「
補
足

-
34
0-
7【

水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

適
切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
】
」
（

86
,
88
,
89
,9
2
,別

紙
4-
58
,別

紙
4-
68
頁
参
照
）

「
補
足

-
34
0-
1
3【

機
電
分
耐
震

計
算
書
の
補
足

に
つ
い
て

】
」
（

81
,1
49
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

水
平
２
方
向
及

び
鉛
直
方

向
地
震
力
の
組

合
せ
に
関

す
る
影
響
評
価

方
針
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
す

る
。
ま
た
，

耐
震
性

評
価
に
及
ぼ
す

影
響
の
評

価
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

（
２
）
逃
が
し
安
全
弁

用
可
搬
型

蓄
電
池
の
仕
様

変
更

①
耐
震
設
計
の
基
本
事

項
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

そ
れ
ぞ
れ
の
施

設
区
分
に

応
じ
た
地
震
力

に
対
し
て

構
造
強
度
を
確

保
す
る
よ

う
に
す
る
た
め

，
設
置
変

更
許
可
申
請
書

の
設
計
方

針
に
基
づ
く
と

と
も
に
，

設
計
基
準
対
象

施
設
の
工

事
計
画
認
可
に

お
い
て
実

績
の
あ
る
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ
４
６

０
１
等
の

規
格
及

び
基
準
等
に
基

づ
く
手
法

を
準
用
し
て
，

常
設
耐
震

重
要
重
大
事
故

防
止
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
（

特
定
重
大

事
故
等
対

処
施
設

を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常
設

重
大
事
故
防
止

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等
対

処
施
設

（
特
定

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

除
く
。
以
下
同

じ
。
）
，

常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
（

特
定
重
大

事
故
等
対

処
施
設

を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）

に
分
類
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
が
設

置
さ
れ
る

重
大
事
故
等
対

処
施
設
に

つ
い
て
は
，
基

準
地
震
動

Ｓ
ｓ
に
よ

る
地
震

力
に
対

し
て
重
大
事
故

に
至
る
お

そ
れ
が
あ
る
事

故
に
対
処

す
る
た
め
に
必

要
な
機
能

が
損
な
わ
れ
る

お
そ
れ
が

な
い
よ
う
に
す

る
た
め
，

設
置
変
更

許
可
申

請
書
の
設
計
方

針
に
基
づ

く
と
と
も
に
，

設
計
基
準

対
象
施
設
の
工

事
計
画
認

可
に
お
い
て
実

績
の
あ
る

Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４
６

０
１
等
の

規
格
及
び

基
準
等

に
基
づ
く
手
法

を
準
用
し

て
，
当
該
施
設

の
機
能
を

維
持
す
る
設
計

と
し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「

Ⅴ
-
2-
1
-1
 耐

震
設
計
の

基
本
方
針
の
概

要
」
（

1,
4
,5
頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
以
外

の
常
設
重

大
事
故
防
止
設

備
が
設
置

さ
れ
る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
に
つ
い
て

は
，
設

置
許
可
基
準
規

則
第
４
条

第
２
項
の
規
定

に
よ
り
算

定
す
る
地
震
力

に
十
分
に

耐
え
る
よ
う
に

す
る
た
め

，
設
置
変
更
許

可
申
請
書

の
設
計
方

針
に
基

づ
く
と
と
も
に

，
設
計
基

準
対
象
施
設
の

工
事
計
画

認
可
に
お
い
て

実
績
の
あ

る
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４

６
０
１
等

の
規
格
及
び
基

準
等
に
基

づ
く
手
法

を
準
用

し
て
，
当
該
施

設
の
機
能

を
維
持
す
る
設

計
と
し
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

常
設
重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置
さ
れ
る

重
大
事
故

等
対
処
施
設
に

つ
い
て
は

，
基
準
地
震
動

Ｓ
ｓ
に
よ
る
地
震
力

に
対
し

て
重
大

事
故
に
対
処
す

る
た
め
に

必
要
な
機
能
が

損
な
わ
れ

る
お
そ
れ
が
な

い
よ
う
に

す
る
た
め
，
設

置
変
更
許

可
申
請
書
の
設

計
方
針
に

基
づ
く
と

と
も
に

，
設
計
基
準
対

象
施
設
の

工
事
計
画
認
可

に
お
い
て

実
績
の
あ
る
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｇ
４

６
０
１
等
の
規

格
及
び
基

準
等
に
基
づ
く

手
法
を
準

用
し
て
，

当
該
施

設
の
機
能
を
維

持
す
る
設

計
と
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
,
4,
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

耐
震
設
計
の
基

本
方
針
に

変
更
が
な
く
，

上
記
方
針

を
踏
ま
え
て
設

計
し
て
い

る
こ
と
を
確
認

す
る
。
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②
施
設
区
分
に
つ
い
て

既
工
事
計
画
に

お
い
て
は

，
重
大
事
故
等

対
処
施
設

の
施
設
区
分
に

つ
い
て
は

，
施
設
の
各
設

備
が
有
す

る
重
大
事
故
等

時
に
対
処
す
る
た
め
に
必

要
な

機
能
及

び
設
置
状
態
を

踏
ま
え
て

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常

設
重
大
事
故
防

止
設
備
が

設
置
さ
れ
る
重

大
事
故
等

対
処
施
設
，
常

設
重
大
事

故
緩
和
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

に
分
類
し
た
上

で
，
施

設
に
要
求
さ
れ

る
機
能
の

役
割
に
応
じ
て

，
施
設
を

構
成
す
る
設
備

（
設
備
，

直
接
支
持
構
造

物
，
間
接

支
持
構
造
物
，

波
及
的
影

響
を
考
慮
す
べ

き
施
設

）
に
適
切
に
区

分
し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
5
,
6頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

施
設
区
分
の
分

類
に
変
更

が
な
く
，
上
記

方
針
を
踏

ま
え
て
設
計
し

て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る

。

③
地
震
力
の
算
定
方
法

に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

静
的
地
震
力
に

関
し
て
は

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
以

外
の
常
設

重
大
事
故
防
止

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等

対
処
施
設
に
つ

い
て
，
設

置
変
更
許
可
申

請
書
の
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の
耐

震
設
計
で
示
さ

れ
た
静
的

地
震
力
の
算
定

方
針
に
基

づ
き
，
施

設
の
耐

震
重
要
度
に
応

じ
た
係
数

を
乗
じ
，
施
設

の
振
動
特

性
及
び
地
盤
の

種
類
を
考

慮
す
る
な
ど
し

て
，
建
物

・
構
築
物
，
機

器
・
配
管

系
の
そ
れ

ぞ
れ
に

対
し
て
適
切
に

算
定
し
て

い
る
こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
,
8頁

参
照
）

「
補
足

-
8 
【

逃
が
し
安
全
弁
用

可
搬
型
蓄
電
池

の
仕
様
変

更
概
要
に
つ
い

て
】
参
照

」
ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

動
的
地
震
力
に

関
し
て
は

，
常
設
耐
震
重

要
重
大
事

故
防
止
設
備
が

設
置
さ
れ

る
重
大
事
故
等

対
処
施
設

，
常
設
重
大
事

故
緩
和

設
備
が
設
置
さ

れ
る
重
大

事
故
等
対
処
施

設
に
つ
い

て
，
地
震
応
答

解
析
の
適

用
性
及
び
適
用

限
界
等
を

考
慮
し
て
解
析

手
法
を
選

定
す
る
と

と
も
に

，
施
設
及
び
地

盤
の
構
造

特
性
，
振
動
特

性
，
相
互

作
用
等
を
考
慮

し
て
解
析

条
件
を
設
定
し

た
上
で
，

建
物
・
構
築
物

の
入
力
地

震
動
評
価

並
び
に

建
物
・
構
築
物

及
び
機
器

・
配
管
系
の
地

震
応
答
解

析
を
実
施
し
て

，
地
震
力

を
適
切
に
算
定

し
て
い
る

こ
と
，
ま
た
，

動
的
地
震

力
の
算
定

に
当
た

っ
て
，
建
物
・

構
築
物
の

剛
性
及
び
地
盤

の
剛
性
の

ば
ら
つ
き
等
を

適
切
に
考

慮
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
8
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-2
-
1-
6 
地
震
応
答
解
析
の

基
本
方
針
」
（

3
,9
,
10
頁

参
照
）

「
補
足

-
8 
【

逃
が
し
安
全
弁
用

可
搬
型
蓄
電
池

の
仕
様
変

更
概
要
に
つ
い

て
】
参
照

」
今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

地
震
力
の
算
定

方
法
及
び

地
震
応
答
解
析

の
算
定
に

変
更
が
な
く
，

上
記
方
針

を
踏
ま
え
て
設

計
し
て
い

る
こ
と
を
確

認
す
る

。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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④
荷
重
の
組
合
せ
に
つ

い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
，
津
波

防
護
施
設

等
に
つ
い
て
は

，
施
設
区

分
に
応
じ
て
，

そ
れ
ぞ
れ

の
施
設
に
作
用

す
る
地

震
力
と
重
大
事

故
等
時
の

状
態
で
施
設
に

作
用
す
る

荷
重
等
の
地
震

力
以
外
の

荷
重
を
適
切
に

組
み
合
わ

せ
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
3～

15
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
荷
重
と
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
と
の

組
合
せ
に

つ
い
て
は
，
風

荷
重
又
は

積
雪
荷
重
の
影

響
が
地
震

荷
重
と
比
べ
て

無
視
で

き
な
い
構
造
，

形
状
及
び

仕
様
を
有
す
る

施
設
を
屋

外
施
設
か
ら
選

定
し
，
当

該
施
設
の
評
価

に
お
い
て

考
慮
し
て
い
る

こ
と
を
記

載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
を

支
持
す
る
建
物

・
構
築
物

の
当
該
部
分
の

支
持
機
能

を
確
認
す
る
場

合
に
つ
い

て
は
，
支
持
さ

れ
る
施

設
の
施
設
区
分

に
応
じ
た

地
震
力
と
常
時

作
用
し
て

い
る
荷
重
，
重

大
事
故
等

時
の
状
態
で
施

設
に
作
用

す
る
荷
重
及
び

そ
の
他
必

要
な
荷
重

と
を
組

み
合
わ
せ
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
2
,1
5頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

荷
重
の
組
合
せ

に
変
更
が

な
く
，
上
記
方

針
を
踏
ま

え
て
設
計
し
て

い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。

⑤
許
容
限
界
に
つ
い
て

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

建
物
・
構
築
物

，
機
器
・

配
管
系
の
そ
れ

ぞ
れ
の
強

度
評
価
に
お
け

る
許
容
限

界
に
つ
い
て
は

，
安
全
上

適
切
と
認
め
ら

れ
る
規

格
及
び
基
準
等

に
基
づ
き

，
施
設
の
機
能

を
維
持
又

は
構
造
強
度
を

確
保
で
き

る
設
定
と
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
1
5～

17
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

地
震
時
又
は
地

震
後
に
動

的
機
能
が
要
求

さ
れ
る
機

器
等
の
機
能
維

持
評
価
に

お
け
る
許
容
限

界
に
つ
い

て
は
，
実
証
試

験
等
に

よ
り
確
認
さ
れ

て
い
る
機

能
維
持
加
速
度

等
を
設
定

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
3
,
18
頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

許
容
限
界
に
変

更
が
な
く

，
上
記
方
針
を

踏
ま
え
て

設
計
し
て
い
る

こ
と
を
確

認
す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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⑥
波
及
的
影
響
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

波
及
的
影
響
に

つ
い
て
は

，
考
慮
す
べ
き

事
象
の
選

定
，
考
慮
す
べ

き
施
設
の

抽
出
及
び
耐
震

計
算
を
適

切
に
実
施
し
，

Ｂ
ク
ラ

ス
及
び
Ｃ
ク
ラ

ス
の
施
設

に
加
え
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
以
外

の
常
設
重
大
事

故
防
止
設

備
が
設
置
さ
れ

る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
，

可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処

設
備
並
び
に
常

設
重
大
事

故
防
止
設
備
及

び
常
設
重

大
事
故
緩
和
設

備
の
い
ず

れ
に
も
属
さ
な

い
常
設
の

重
大
事
故

等
対
処

施
設
（
以
下
「

下
位
ク
ラ

ス
」
と
い
う
。

）
の
波
及

的
影
響
に
よ
っ

て
，
常
設

耐
震
重
要
重
大

事
故
防
止

設
備
又
は
常
設

重
大
事
故

緩
和
設
備

が
設
置

さ
れ
る
重
大
事

故
等
対
処

施
設
の
重
大
事

故
等
に
対

処
す
る
た
め
に

必
要
な
機

能
を
損
な
わ
な

い
設
計
と

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し

て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
事

象
に
つ
い

て
は
，
原
子
力

発
電
所
の

地
震
被
害
を
調

査
し
，
そ

の
結
果
を
考
慮

し
た
上
で

，
設
置
地
盤
及

び
地
震

応
答
性
状
の
相

違
等
に
起

因
す
る
相
対
変

位
又
は
不

等
沈
下
，
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
と
の
接
続

部
に
お
け

る
相
互
影
響
及

び
下
位
ク

ラ
ス
の
施

設
の
損

傷
，
転
倒
，
落

下
等
を
選

定
し
て
い
る
こ

と
を
記
載

し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
6
,
7頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

考
慮
す
べ
き
施

設
に
つ
い

て
は
，
敷
地
全

体
を
俯
瞰

し
た
調
査
・
検

討
に
基
づ

き
，
波
及
的
影

響
を
及
ぼ

す
可
能
性
の
あ

る
施
設

を
抽
出
し
て
い

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

ｄ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

耐
震
計
算
に
つ

い
て
は
，

抽
出
し
た
下
位

ク
ラ
ス
の

施
設
が
，
常
設

耐
震
重
要

重
大
事
故
防
止

設
備
若
し

く
は
常
設
重
大

事
故
緩

和
設
備
が
設
置

さ
れ
る
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の
設

計
に
用
い
る
地

震
動
若
し

く
は
地
震
力
に

対
し
て
耐

震
性
を
有
し
て

い
る
こ
と

，
又
は
抽

出
し
た

常
設
耐
震
重
要

重
大
事
故

防
止
設
備
若
し

く
は
常
設

重
大
事
故
緩
和

設
備
が
設

置
さ
れ
る
重
大

事
故
等
対

処
施
設
が
，
下

位
ク
ラ
ス

の
施
設
の

波
及
的

影
響
の
発
生
に

よ
っ
て
作

用
す
る
荷
重
に

対
し
て
機

能
に
影
響
を
受

け
な
い
状

態
に
と
ど
ま
る

こ
と
を
記

載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-2
-
1-
1 
耐
震
設
計
の
基
本

方
針
の
概
要
」

（
7
頁
参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

波
及
的
影
響
を

考
慮
し
た

設
計
に
変
更
が

な
く
，
上

記
方
針
を
踏
ま

え
て
設
計

し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す

る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-7
【
緊
急
時
対
策

所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用

フ
ィ
ル
タ
装
置

の
構
造
変

更
並
び
に
主
配

管
の
改

造
に
つ
い
て
】

・
今
回

の
緊
急
時
対
策
所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

及
び
主
配
管
の

改
造
に
よ

り
，

当
該
設

備
の
系
統
構
成
及
び
設
置

階
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

（
１
）
①

ｄ
,②

,③
ａ
】

補
足

-8
【
逃
が
し
安
全

弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更

概
要
に
つ
い
て

】
・
今
回

の
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更
に

よ
り
，
当
該
設

備
の
系
統

構
成
及
び
設
置

場
所
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
【
（

２
）
③
ａ

,③
b
】

Ⅴ
-2
-1
-
1
耐

震
設
計
の
基
本
方

針
の
概
要

・
耐
震

設
計
，
耐
震
重
要
度
分
類

，
地
震
力
の
算

定
及
び
地

震
応
答
解
析
の

算
定
，
荷

重
の
組
合
せ
，

許
容
限
界

，
波
及
的

影
響
を
考
慮
し
た
設
計
な

ど
の
基
本
方
針

で
あ
り
，

今
回
の
緊
急
時

対
策
所
の

非
常
用
送
風
機

及
び
非
常

用
フ
ィ

ル
タ
装
置
の
構
造
変
更
並

び
に
主
配
管
の

改
造
，
逃

が
し
安
全
弁
用

可
搬
型
蓄

電
池
の
仕
様
変

更
に
よ
る

基
本
方

針
に
変
更
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

（
１
）
①

～
⑥
，
（
２
）

①
～
⑥
】

Ⅴ
-2
-1
-
4
重

要
度
分
類
及
び
重

大
事
故
等
対
処

施
設
の

施
設
区
分
の
基

本
方
針

・
今
回

の
緊
急
時
対
策
所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

及
び
主
配
管
の

改
造
に
よ

り
，

系
統
構

成
及
び
設
置
階
に
変
更
が

な
い
こ
と
か
ら

，
施
設
区

分
の
分
類
及
び

波
及
的
影

響
を
考
慮
す
べ

き
施
設
区

分
の
基

本
方
針
に
変
更
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
【
（
１

）
②
,
⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
5 
波

及
的
影
響
に
係
る

基
本
方
針

・
波
及

的
影
響
を
考
慮
し
た
設
計

の
基
本
方
針
で

あ
り
，
今

回
の
緊
急
時
対

策
所
の
非

常
用
送
風
機
及

び
非
常
用

フ
ィ
ル

タ
装
置
の
構
造
変
更
及
び

主
配
管
の
改
造

に
よ
り
，

基
本
方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。

【
（
１

）
⑥
ａ
～
⑥
ｃ
】

Ⅴ
-2
-1
-
6 
地

震
応
答
解
析
の
基

本
方
針

・
地
震

応
答
解
析
の
基
本
方
針
で

あ
り
，
今
回
の

緊
急
時
対

策
所
の
非
常
用

送
風
機
及

び
非
常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置

の
構
造
変

更
並
び
に
主
配
管
の
改
造

，
逃
が
し
安
全

弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更
に

よ
る
基
本
方
針

に
変
更
が

な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
【
（
１

）
③
ｂ

,
（
２

）
③
ｂ
】

２
．
確

認
結
果

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
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０
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
8 
水

平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針
Ⅴ

-2
-1
2
 水

平
２
方
向

及
び
鉛
直

方
向
地
震
力
の

組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

補
足

-3
4
0-
7【

水
平
２

方
向
及
び

鉛
直
方
向
の
適

切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
】

補
足

-3
4
0-
13
【
機
電
分
耐
震
計

算
書
の
補
足
に

つ
い
て

】

・
今
回

の
緊
急
時
対
策
所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

及
び
主
配
管
の

改
造
範
囲

は
，

「
水
平

２
方
向
及
び
鉛
直
方
向
の

組
合
せ
に
よ
る

影
響
の
可

能
性
が
あ
る
施

設
を
評
価

対
象
施
設
と
し

，
施
設
が

有
す
る

耐
震
性
に
及
ぼ
す
影
響
を

評
価
す
る
」
方

針
を
変
更

す
る
も
の
で
は

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

影
響
評
価

に
対
す

る
確
認
結
果
は
次
の
と
お

り
。
【
（
１
）

⑦
ａ
】

・
緊
急

時
対
策
所
の
非
常
用
送
風

機
及
び
非
常
用

フ
ィ
ル
タ

装
置
の
構
造
強

度
評
価
に

お
け
る
水
平
２

方
向
及
び

鉛
直
方
向

の
組
合
せ
に
よ
る
耐
震
性

評
価
に
及
ぼ
す

影
響
の
評

価
は
，
「
水
平

２
方
向
の

地
震
を
組
み
合

わ
せ
て
も

１
方
向

の
地
震
に
よ
る
応
力
と
同

等
と
い
え
る
も

の
」
に
分

類
さ
れ
て
お
り

，
水
平
２

方
向
の
地
震
力

の
重
複
に

よ
る
影

響
は
影
響
軽
微
と
整
理
し

て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
（
１
）
⑦

ａ
,
ｂ
】

ま
た
，

緊
急
時
対
策
所
非
常
用
送

風
機
の
動
的
機

能
評
価
に

お
け
る
水
平
２

方
向
及
び

鉛
直
方
向
の
組

合
せ
に
よ

る
耐
震

性
評
価
に
及
ぼ
す
影
響
の

評
価
は
，
「
水

平
２
方
向

の
地
震
力
を
受

け
た
場
合

で
も
，
構
造
に

よ
り
水
平

１
方
向

の
地
震
力
し
か
負
担
し
な

い
も
の
」
に
分

類
さ
れ
て

お
り
，
緊
急
時

対
策
所
非

常
用
送
風
機
用

電
動
機
の

動
的
機

能
維
持
に
お
け
る
水
平
２

方
向
及
び
鉛
直

方
向
の
組

合
せ
に
よ
る
耐

震
性
評
価

に
及
ぼ
す
影
響

の
評
価
は

，
「
従
来

評
価
に
て
，
水
平
２
方
向

の
地
震
力
を
考

慮
し
て
い

る
も
の
」
に
分

類
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら

，
水
平
２

方
向
の

地
震
力
の
重
複
に
よ
る
影

響
は
影
響
軽
微

と
整
理
し

て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
（
１
）
⑦

ａ
,
ｂ
】

今
回
の

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用

送
風
機
及
び
非

常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置
の
構

造
変
更
及

び
主
配
管
の
改

造
範
囲
は

，
耐
震
性

の
評
価
手
法
を
変
更
す
る

も
の
で
は
な
い

た
め
，
水

平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向

地
震
力
の
組
合

せ
に
関
す

る
影
響

評
価
に
変
更
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

【
（
１
）

⑦
ａ
,
ｂ
】

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

50条－12
101



確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-2
-1
-
8 
水

平
２
方
向
及
び
鉛

直
方
向
地
震
力

の
組
合

せ
に
関
す
る
影

響
評
価
方

針
Ⅴ

-2
-1
2
 水

平
２
方
向

及
び
鉛
直

方
向
地
震
力
の

組
合
せ

に
関
す
る
影
響

評
価
結
果

補
足

-3
4
0-
7【

水
平
２

方
向
及
び

鉛
直
方
向
の
適

切
な
組

合
せ
に
関
す
る

検
討
に
つ

い
て
】

補
足

-3
4
0-
13
【
機
電
分
耐
震
計

算
書
の
補
足
に

つ
い
て

】

（
前
頁

の
続
き
）

・
緊
急

時
対
策
所
の
主
配
管
の
水

平
２
方
向
及
び

鉛
直
方
向

の
組
合
せ
に
よ

る
耐
震
性

評
価
に
及
ぼ
す

影
響
の
評

価
は
，
水

平
２
方
向
入
力
の
影
響
が

あ
る
も
の
の
，

３
次
元
の

モ
デ
ル
を
用
い

た
解
析
に

よ
り
ね
じ
れ
モ

ー
ド
を
考

慮
し
た

耐
震
評
価
を
実
施
し
て
い

る
こ
と
か
ら
，

影
響
が
な

い
こ
と
を
確
認

し
た
。
【

（
１
）
⑦
ａ
】

ま
た
，

緊
急
時
対
策
所
換
気
系
の

ダ
ク
ト
の
水
平

２
方
向
及

び
鉛
直
方
向
の

組
合
せ
に

よ
る
耐
震
性
評

価
に
及
ぼ

す
影
響

の
評
価
は
，
設
備
の
構
造

か
ら
強
軸
と
弱

軸
の
関
係

が
明
確
で
あ
る

た
め
，
評

価
上
保
守
的
と

な
る
弱
軸

方
向
に

対
す
る
評
価
を
実
施
す
る

こ
と
か
ら
，
影

響
が
な
い

こ
と
を
確
認
し

た
。
【
（

１
）
⑦
ａ

,ｂ
】

今
回
の

主
配
管
及
び
ダ
ク
ト
の
改

造
範
囲
は
，
耐

震
性
の
評

価
手
法
を
変
更

す
る
も
の

で
は
な
い
た
め

，
水
平
２

方
向
及

び
鉛
直
方
向
地
震
力
の
組

合
せ
に
関
す
る

影
響
評
価

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。
【
（

１
）
⑦

ａ
】

Ⅴ
-2
-8
-
3 
3-
1
 緊

急
時
対
策
所

換
気
系
ダ
ク
ト

の
耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算
書

Ⅴ
-2
-8
-
3 
3-
2
 管

の
耐
震
性
に

つ
い
て
の
計
算

書 Ⅴ
-2
-8
-
3 
3-
3
 緊

急
時
対
策
所

非
常
用
送
風
機

の
耐
震

性
に
つ
い
て
の

計
算
書

Ⅴ
-2
-8
-
3 
3-
4
 緊

急
時
対
策
所

非
常
用
フ
ィ
ル

タ
装
置

の
耐
震
性
に
つ

い
て
の
計

算
書

・
今
回

の
緊
急
時
対
策
所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

及
び
主
配
管
の

改
造
に
つ

い
て
，
構

造
強
度
評
価
結
果
及
び
動

的
機
能
維
持
評

価
結
果
に

て
，
必
要
な
耐

震
性
を
有

し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し

た
。
【

（
１
）
①
ｄ
】

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

50条－13
102



３
．
ま
と
め

（
１
）
緊
急
時
対
策
所

の
非
常
用

送
風
機
及
び
非

常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置
の
構

造
変
更
並

び
に
主
配
管
の

改
造

・
今
回

の
緊
急
時
対
策

所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

並
び
に
主
配
管

の
改
造
に

つ
い
て
は
，
緊

急
時
対
策

所
換
気
系
の
系

統
構
成

及
び
設
置
階
に

変
更
が
な

い
た
め

,耐
震
設
計
の
基

本
方
針
に
変
更

が
な
い
こ

と
を
確
認
し
た

。
・
基
本

方
針
に
変
更
が

な
く
，
必

要
な
強
度
は
確

保
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

地
震
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て

も
変
更
は
な
い

。

（
２
）
逃
が
し
安
全
弁

用
可
搬
型

蓄
電
池
の
仕
様

変
更

・
今
回

の
逃
が
し
安
全

弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更
に

つ
い
て
は
，
系

統
構
成
及

び
設
置
場
所
に

変
更
が
な

い
た
め
，
設
置

場
所
に
対

す
る
耐
震
設
計

の
基
本

方
針
に
変
更
が

な
い
こ
と

を
確
認
し
た
。

ま
た
，
基

本
方
針
に
変
更

が
な
く
，

必
要
な
強
度
は

確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
か

ら
，
技
術

基
準
の
適
合

性
に
影

響
を
与
え
な
い

。
・
本
設
備
は
，
可

搬
型
重
大

事
故
等
対
処
設

備
で
あ
る

た
め
，
既
工
事

計
画
で
確

認
さ
れ
た
設
計

を
変
更
す

る
も
の
で
は
な

い
。
ま
た
，
地
震
に
よ
る

損
傷

の
防
止

に
関
す
る
基
本

設
計
方
針

に
つ
い
て
も
変

更
は
な
い

。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

０
条

地
震
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

50条－14
103



50条－15
104



(1)①ａ
(2)①ａ

(1)①ｂ，ｄ
(2)①ｂ，ｄ

(1)①ｃ
(2)①ｃ

50条－16
105



(1)⑤ｂ
(2)⑤ｂ

50条－17
106



(1)①ａ～ｄ
(2)①ａ～ｄ

50条－18
107



(1)②
(2)②

(1)①ａ～ｄ
(2)①ａ～ｄ

50条－19
108



(1)⑥ａ
(2)⑥ａ

(1)⑥ｂ
(2)⑥ｂ

(1)②
(2)②

(1)⑥ｂ
(2)⑥ｂ

50条－20
109



(1)③ａ
(2)③ａ

(1)⑥ｃ
(2)⑥ｃ

(1)⑥ｄ
(2)⑥ｄ

(1)⑥ｂ
(2)⑥ｂ

(1)⑥ｃ
(2)⑥ｃ

50条－21
110



(1)③ｂ
(2)③ｂ

(1)③ａ
(2)③ａ

50条－22
111



(1)④ｃ
(2)④ｃ

50条－23
112



(1)④ａ
(2)④ａ

(1)④ａ
(2)④ａ

50条－24
113



(1)④ａ
(2)④ａ

50条－25
114



(1)④ａ～ｃ
(2)④ａ～ｃ

(1)⑤ａ
(2)⑤ａ

50条－26
115



(1)⑤ａ
(2)⑤ａ

50条－27
116



(1)⑤ａ
(2)⑤ａ

50条－28
117



(1)⑤ｂ
(2)⑤ｂ

50条－29
118



50条－30
119



(1)②

50条－31
120



(1)②

50条－32
121



(
1
)②

(
1
)⑥

(
1
)
②

(
1
)
⑥

50条－33
122



50条－34
123



(1)②
(1)⑥

50条－35
124



(1)②
(1)⑥

50条－36
125



50条－37
126



(1)⑥ａ

(1)⑥ｂ

50条－38
127



(1)⑥ｃ

50条－39
128



50条－40
129



(1)③ｂ
(2)③ｂ

50条－41
130



(1)③ｂ
(2)③ｂ

50条－42
131



(1)③ｂ
(2)③ｂ

50条－43
132



50条－44
133



(1)⑦ａ

50条－45
134



50条－46
135



50条－47
136



50条－48
137



50条－49
138



50条－50
139



50条－51
140



50条－52
141



50条－53
142



50条－54
143



50条－55
144



50条－56
145



50条－57
146



50条－58
147



50条－59
148



(1)⑦ａ，ｂ

(1)⑦ａ，ｂ

(1)⑦ａ

50条－60
149



50条－61
150



50条－62
151



50条－63
152



50条－64
153



(1)⑦ａ，ｂ

50条－65
154



50条－66
155



50条－67
156



(1)⑦ａ，ｂ

50条－68
157



(1)⑦ａ

50条－69
158



50条－70
159



50条－71
160



50条－72
161



50条－73
162



50条－74
163



50条－75
164



50条－76
165



(1)⑦ａ

50条－77
166



(1)⑦ａ，ｂ

50条－78
167



(1)⑦ａ，ｂ

50条－79
168



(1)⑦ａ，ｂ

50条－80
169



(1)⑦ａ，ｂ

50条－81
170



(1)⑦ａ

50条－82
171



50条－83
172



50条－84
173



(
1
)
⑦
ａ
，

ｂ

50条－85
174



(1
)⑦

ａ

50条－86
175



(
1
)
⑦

ａ
，

ｂ

50条－87
176



50条－88
177



50条－89
178



50条－90
179



(1)⑦ｂ

50条－91
180



(1)⑦ｂ

50条－92
181



 

 

Ⅴ-2-8-3-3-1 緊急時対策所換気系ダクトの耐震性についての計算書 

 

N
T
2
 
変
③

 Ⅴ
-
2
-8
-
3
-3
-
1
 R
0
 

50条－93
182



 

1 

1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」及び「Ⅴ-2-1-12-2 ダクト及び支持

構造物の耐震計算について」にて設定している設計方針に基づき，緊急時対策所換気系ダクトが

設計用地震力に対して十分な構造強度を有していることを説明するものである。その耐震評価は，

構造強度評価により行う。 

緊急時対策所換気系ダクトは，重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備に分類さ

れる。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。 

 

2. 一般事項 

2.1 構造計画 

緊急時対策所換気系ダクトの構造計画を表 2-1 に示す。 

 

N
T
2
 
補
③

 Ⅴ
-
2
-8
-
3
-3
-
1
 R
1
 

(1)①ｄ

50条－94
183
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表
5
-
1 

荷
重

の
組

合
せ
及
び

許
容
応

力
状

態
（

重
大

事
故

等
対
処

設
備

）
 

施
設

区
分
 

機
器

名
称
 

設
備

分
類

＊
1  

機
器

等
の

区
分
 

荷
重

の
組

合
せ
 

許
容

応
力

状
態
 

放
射

線
管

理
施

設
 

換
気

設
備
 

緊
急

時
対

策
所

換
気

系
 

主
配

管
 

常
設

／
緩

和
 

重
大

事
故

等
 

ク
ラ

ス
２

管
 

Ｄ
＋

Ｐ
Ｄ
＋

Ｍ
Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ
 

Ｄ
＋

Ｐ
Ｓ

Ａ
Ｄ
＋
Ｍ

Ｓ
Ａ

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
＊

2
 

Ⅴ
Ａ
Ｓ

＊
2  

（
Ⅴ

Ａ
Ｓ
と

し
て

Ⅳ
Ａ
Ｓ

の
許

容
限

界
を

用
い

る
）
 

注
記

 
 ＊

1：
「
常

設
／

緩
和
」

は
常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

を
示
す

。
 

＊
2
：
「

Ｄ
＋

Ｐ
Ｓ

Ａ
Ｄ
＋
Ｍ

Ｓ
Ａ

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
」
は

「
Ｄ

＋
Ｐ

Ｄ
＋
Ｍ

Ｄ
＋

Ｓ
ｓ
」
の
評

価
に

包
絡
さ

れ
る
た

め
，

評
価

結
果

の
記

載
を
省

略
す

る
。
 

N
T
2
 
変
③
 

Ⅴ
-2
-
8
-3
-
3
-1
 
R
0 

(
1
)
①
ｄ

(
1
)
①
ｄ

50条－95
184
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表 6-1  緊急時対策所換気系ダクトの耐震支持間隔（重大事故等対処設備としての評価結果） 

（単位：mm） 

ダクト 

 種別＊1 

ダ  ク  ト 
板  厚 

手法 1より定まる 

支持間隔 

（fd≧20 Hz） 

手法 2より定まる 

 支持間隔＊2 

（fd＜20 Hz） 長辺 短辺 

鋼板 

溶接矩形ダクト 

150 150 2.3 － 

200 150 2.3 － 

200 200 2.3 － 

350 350 2.3 － 

400 400 2.3 － 

650 650 2.3 － 

700 700 2.3 － 

900 900 2.3 － 

500 500 3.2 － 

亜鉛鉄板 

ハゼ折矩形ダクト 

150 150 0.6 － 

200 150 0.6 － 

200 200 0.6 － 

250 150 0.6 － 

250 200 0.6 － 

250 250 0.6 － 

300 200 0.6 － 

300 300 0.6 － 

300 300 0.8 － 

350 300 0.6 － 

350 300 0.8 － 

350 350 0.6 － 

350 350 0.8 － 

400 300 0.6 － 

400 350 0.6 － 

400 350 0.8 － 

400 400 0.6 － 

450 200 0.6 － 

注記 ＊1：全て保温有り。 

＊2：手法１の支持間隔以内で支持することにより耐震性を確保するため，手法 2による 

支持間隔は算定しない。 

 

  

N
T
2
 
変
③

 Ⅴ
-
2
-8
-
3
-3
-
1
 R
0
 

(1)①ｄ

50条－96
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表 6-1  緊急時対策所換気系ダクトの耐震支持間隔（重大事故等対処設備としての評価結果） 

（つづき）                             （単位：mm） 

ダクト 

 種別＊1 

ダ  ク  ト 

板  厚 

手法 1より定まる 

支持間隔 

（fd≧20 Hz） 

手法 2より定まる 

 支持間隔＊2 

（fd＜20 Hz） 長辺 短辺 

亜鉛鉄板 

ハゼ折矩形ダクト 

450 400 0.6 － 

450 400 0.8 － 

450 450 0.6 － 

450 450 0.8 － 

500 200 0.8 － 

500 300 0.8 － 

500 500 0.8 － 

550 550 0.8 － 

600 300 0.8 － 

600 450 0.8 － 

650 650 0.8 － 

700 300 0.8 － 

700 400 0.8 － 

700 500 0.8 － 

700 700 0.8 － 

750 750 0.8 － 

900 900 0.8 － 

1100 400 0.8 － 

1100 520 0.8 － 

注記 ＊1：全て保温有り。 

＊2：手法１の支持間隔以内で支持することにより耐震性を確保するため，手法 2による 

支持間隔は算定しない。 
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7. 支持構造物設計の基本方針 

   7.1 支持構造物の構造及び種類 

支持構造物は，形鋼を組み合わせた溶接構造を原則とし，その用途に応じて以下に大別す

る。 

(1) ダクト軸直角の 2方向を拘束するもの 

(2) ダクト軸方向及び軸直角の 3 方向を拘束するもの 

図 7-1～図 7-4 に支持構造物の代表例を示す。 

 

7.2 支持構造物の耐震性確認 

各支持構造物を，建屋の据付位置（天井・床，壁）毎に分類し，そのうち据付位置毎に最

大の荷重を負担する支持構造物を代表として，その耐震性の確認結果を表 7-1 に示す。 

耐震性の確認には，解析コード「ＮＳＡＦＥ」を使用する。なお，評価に用いる解析コ

ードの検証及び妥当性確認等の概要については，添付書類「Ⅴ-5-4 計算機プログラム

（解析コード）の概要・ＨＩＳＡＰ及びＮＳＡＦＥ」に示す。 

 

表 7-1 ダクト支持構造物の耐震性確認結果 

構造物 
据付 

位置 

許容応力 

状態 

設計 

温度 

荷重(N) 発生応力 

(MPa) 

許容応力 

(MPa) 水平 鉛直 

支持架構 
天井・床 ⅣＡＳ 40 ℃ 1.256×104 1.289×104 103 260 

壁 ⅣＡＳ 40 ℃ 1.459×104 1.492×104 53 280 
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Ⅴ-2-8-3-3-3  緊急時対策所非常用送風機の耐震性 

についての計算書 
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1. 概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度

及び機能維持の設計方針に基づき，緊急時対策所非常用送風機が設計用地震力に対して

十分な構造強度及び動的機能を有していることを説明するものである。 

緊急時対策所非常用送風機は，重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和設備

に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価及び動的機能維持評価

を示す。 

 

2. 一般事項 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-13-4 横軸ポンプの耐震性についての計算書作成の

基本方針」に基づき評価を行う。 

 

2.1 構造計画 

緊急時対策所非常用送風機の構造計画を表2-1に示す。 

 

表2-1 構造計画 

計画の概要 
概略構造図 

基礎・支持構造 主体構造 

原動機はファン

ベースに取付ボ

ルトにより固定

され，ファンベ

ースは基礎ボル

トで基礎に据え

付ける。 

遠心直結型ファン  

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mm）
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5. 評価結果 

5.1 重大事故等対処設備としての評価結果 

緊急時対策所非常用送風機の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結果を以

下に示す。発生値は許容限界を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強度

及び動的機能を有していることを確認した。 

 

(1)  構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 

 

(2)  機能維持評価結果 

動的機能維持評価の結果を次頁以降の表に示す。 
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1.  概要 

本計算書は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」にて設定している構造強度の

設計方針に基づき，緊急時対策所非常用フィルタ装置が設計用地震力に対して十分な構造

強度を有していることを説明するものである。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は，重大事故等対処設備においては常設重大事故緩和

設備に分類される。以下，重大事故等対処設備としての構造強度評価を示す。 

 

2.  一般事項 

2.1  構造計画 

緊急時対策所非常用フィルタ装置の構造計画を表2-1に示す。 
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5.  構造強度評価 

5.1  構造強度評価方法 

(1)  緊急時対策所非常用フィルタ装置の質量は，重心に集中するものとする。 

(2)  地震力は緊急時対策所非常用フィルタ装置に対して，水平方向及び鉛直方向から作

用するものとする。 

(3)  計算は，長辺方向及び短辺方向について行い，計算書には計算結果の厳しい方を記

載する。 

 

5.2  荷重の組合せ及び許容応力 

5.2.1  荷重の組合せ及び許容応力状態 

緊急時対策所非常用フィルタ装置の荷重組合せ及び許容応力状態のうち重大事故

等対処設備の評価に用いるものを表5-1に示す。 

 

5.2.2  許容応力 

緊急時対策所非常用フィルタ装置の許容応力は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持

の基本方針」に基づき表5-2のとおりとする。 

 

5.2.3  使用材料の許容応力評価条件 

緊急時対策所非常用フィルタ装置の使用材料の許容応力評価条件のうち重大事故

等対処設備の評価に用いるものを表5-3に示す。 
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し

て
 

Ⅳ
Ａ
Ｓ

の
許

容
限

界
を
用
い
る
。
）

 

注
記

 
＊

1
：

「
常

設
／

緩
和

」
は

常
設

重
大

事
故

緩
和

設
備

を
示

す
。

 

＊
2
：

そ
の

他
の

支
持

構
造

物
の

荷
重

の
組

合
せ

及
び

許
容

応
力

状
態

を
適

用
す

る
。

 

＊
3
：

「
Ｄ

＋
Ｐ

Ｓ
Ａ

Ｄ
＋

Ｍ
Ｓ

Ａ
Ｄ
＋

Ｓ
Ｓ
」

の
評

価
に

包
絡

さ
れ

る
た

め
，

評
価

結
果

の
記

載
を

省
略

す
る

。
 

 

  

(
1
)
①
ｄ

(
1
)
①
ｄ
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15 

 

N
T
2
 
変
③

 
Ⅴ

-
2-
8
-
3-
3
-
4 

R
0 

6.  評価結果 

6.1  重大事故等対処設備としての評価結果 

緊急時対策所非常用フィルタ装置の重大事故時の状態を考慮した場合の耐震評価結果

を以下に示す。発生値は許容応力を満足しており，設計用地震力に対して十分な構造強

度を有していることを確認した。 

 

(1)  構造強度評価結果 

構造強度評価の結果を次頁以降の表に示す。 
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N
T
2
 
変
③

 
Ⅴ

-
2-
8
-
3-
3
-
4 

R
0 

16 16 

【
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

フ
ィ

ル
タ

装
置

の
耐

震
性

に
つ

い
て

の
計

算
結

果
】

 

1
.
 
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 

1
.
1
  

設
計

条
件

 

機
器

名
称

 
設

備
分

類
 

据
付

場
所

及
び

 

床
面

高
さ

 

(
m
)
 

固
有

周
期

(
s
)
 

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ
又

は
静

的
震

度
 

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
 

最
高

使
用

温
度

 

(
℃

)
 

周
囲

環
境

温
度

 

(
℃

)
 

水
平

 

方
向

 

鉛
直

 

方
向

 

水
平

方
向

 

設
計

震
度

 

鉛
直

方
向

 

設
計

震
度

 

水
平

方
向

 

設
計

震
度

 

鉛
直

方
向

 

設
計

震
度

 

緊
急

時
対

策
所

 

非
常

用
フ

ィ
ル

タ
装

置
 

常
設

／
緩

和
 

緊
急

時
対

策
所

 

E
L
.
 

3
7
.
0
＊

1
 

－
 

－
 

Ｃ
Ｈ
＝

0
.
8
5
 

Ｃ
Ｖ
＝

0
.
7
8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
記

 
＊

1
：

基
準

床
レ

ベ
ル

を
示

す
。

 

1
.
2
  

機
器

要
目

 

Ｅ
 

(
M
P
a
)
 

Ｇ
 

(
M
P
a
)
 

Ｉ
 

(
m
m
4
)
 

Ａ
ｓ
 

(
m
m
2
)
 

 
 

部
 

材
 

ｍ
ｉ
 

(
k
g
)
 

ｈ
ｉ
 

(
m
m
)
 

 
１

ｉ
＊

1
 

(
m
m
)
 

 
2
ｉ

＊
1
 

(
m
m
)
 

Ａ
ｂ

ｉ
 

(
m
m
2
)
 

ｎ
ｉ
 

ｎ
ｆ

ｉ
＊

1
 

弾
性

設
計

用
地

震
動

 

Ｓ
ｄ
又

は
静

的
震

度
 

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

1
)
 

－
 

取
付

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

2
)
 

－
 

 

部
 

材
 

Ｓ
ｙ

ｉ
 

(
M
P
a
)
 

Ｓ
ｕ

ｉ
 

(
M
P
a
)
 

Ｆ
ｉ
(
M
P
a
)
 
 

転
倒

方
向

 
弾

性
設

計
用

 

地
震

動
Ｓ

ｄ
 

又
は

静
的

震
度

 

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
 

弾
性

設
計

用
 

地
震

動
Ｓ

ｄ
 

又
は

静
的

震
度

 

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

1
)
 

2
3
1
＊

2
 

3
9
4
＊

2
 

－
 

2
7
6
 

－
 

短
辺

 

取
付

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

2
)
 

2
0
8
＊

3
 

3
8
9
＊

3
 

－
 

2
4
9
 

－
 

短
辺

 

注
記

 
＊

1
：

基
礎

ボ
ル

ト
の

機
器

要
目

に
お

け
る

上
段

は
短

辺
方

向
に

対
す

る
評

価
時

の
要

目
を

示
し

，
 

下
段

は
長

辺
方

向
に

対
す

る
評

価
時

の
要

目
を

示
す

。
 

 
 

 
 

 
＊

2
：

周
囲

環
境

温
度

で
算

出
 

 
 

 
 

 
＊

3
：

最
高

使
用

温
度

で
算

出
 

*

(1
)
①
ｄ
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Ⅴ
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R
0
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17 

1
.
3
  

計
算

数
値

 

1
.
3
.
1
  

ボ
ル

ト
に

作
用

す
る

力
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
：

N
）

 

部
 

材
 

Ｆ
ｂ

ｉ
 

Ｑ
ｂ

ｉ
 

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ

 

又
は

静
的

震
度
 

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
 

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
ｄ

 

又
は

静
的

震
度
 

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

1
)
 

－
 

6
.
5
4
5
×

1
0
3
 

－
 

1
.
1
1
7
×

1
0
5
 

取
付

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

2
)
 

－
 

5
.
7
2
4
×

1
0
3
 

－
 

1
.
0
6
6
×

1
0
5
 

 

1
.
4
  

結
論

 

1
.
4
.
1
  

ボ
ル

ト
の

応
力

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

：
M
P
a
）

 

部
 

材
 

材
 

料
 

応
力

 
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

ｄ
又

は
静

的
震

度
 

基
準

地
震

動
Ｓ

ｓ
 

算
出

応
力

 
許

容
応

力
 

算
出

応
力

 
許

容
応

力
 

基
礎

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

1
)
 

 
引

張
り

 
－

 
－

 
 

せ
ん

断
 

－
 

－
 

取
付

ボ
ル

ト
 

(
i
＝

2
)
 

 
引

張
り

 
－

 
－

 
 

せ
ん

断
 

－
 

－
 

 
注

記
 

＊
：

 
ｔ

ｓ
ｉ
＝

M
i
n
[
1
.
4
・

 
ｔ

ｏ
ｉ
－

1
.
6
・

τ
ｂ

ｉ
，

 
ｔ

ｏ
ｉ
]
よ

り
算

出
 

 
す

べ
て

許
容

応
力

以
下

で
あ

る
。

 

  

(
1
)
①
ｄ
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緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

１
．
基

準
適
合
性
の
確

認
範
囲

（
１
）

緊
急
時
対
策
所

の
非
常
用

送
風
機
及
び
非

常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置
の
構
造
変
更
並

び
に
主
配
管
の

改
造
，
逃

が
し
安
全
弁
用

可
搬
型
蓄

電
池
の
仕
様
変

更
①
基
本
事
項
に
つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
重
大

事
故
等
対
処
施

設
が
，
基

準
津
波
に
よ
り

そ
の
重
大

事
故
等
に
対
処

す
る
た
め

に
必
要
な
機
能

が
損
な
わ

れ
る
お
そ
れ
が

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
，

設
置
変
更

許
可
申
請
書
の

設
計
方
針

に
基
づ
く
と
と

も
に
，
適

用
性
を
確
認
し

た
耐
津
波

設
計
に
係
る
規

格
及
び
基
準
等
（
設
計
基

準
対

象
施
設
の
耐
震
設
計
に

係
る
工
事

計
画
認
可
に
お

い
て
実
績

の
あ
る
手
法
等

を
含
む
。

）
に
基
づ
く
手

法
を
適
用

し
て
，
津
波
防

護
施
設
，
浸
水
防
止
設
備

及
び

津
波
監
視
設
備
を
設
置

し
て
い
る

こ
と
並
び
に
基

準
津
波
に

対
し
て
こ
れ
ら

の
施
設
の

機
能
を
維
持
す

る
設
計
と

し
て
い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
,
18
頁

参
照
）

「
そ
の

他
発
電
用
原
子

炉
の
附
属

施
設

浸
水
防
護
施
設
外

郭
浸
水
防
護
設

備
に
係
る

機
器
の
配
置
を

明
示
し
た

図
面
」
（
第

9-
4
-1
図
～
第

9-
4-
4図

参
照
）

「
そ
の

他
発
電
用
原
子

炉
の
附
属

施
設

浸
水
防
護
施
設
内

郭
浸
水
防
護
設

備
に
係
る

機
器
の
配
置
を

明
示
し
た

図
面
」
（
第

9-
4
-5
図
～
第

9-
4-
1
6図

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

②
津
波
防
護
対
象
設
備

に
つ
い
て

既
工
事

計
画
に
お
い
て

は
，
設
計

基
準
対
象
施
設

と
同
時
に

必
要
な
機
能
が

損
な
わ
れ

る
お
そ
れ
が
な

い
よ
う
，

重
大
事
故
等
対

処
施
設
及

び
可
搬
型
重
大

事
故
等
対
処
設
備
を
津
波

防
護
対
象

設
備
に
含
め
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
補
足

-
7 
【

緊
急
時
対
策
所
の

非
常
用
送
風
機

及
び
非
常

用
フ
ィ
ル
タ
装

置
の
構
造

変
更
並
び
に
主

配
管
の
改

造
に
つ
い
て
】

参
照
」

「
補
足

-
8 
【

逃
が
し
安
全
弁
用

可
搬
型
蓄
電
池

の
仕
様
変

更
の
概
要
に
つ

い
て
】
参

照
」

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
,
2頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。
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③
入
力
津
波
の
設
定
に

つ
い
て

入
力
津

波
の
設
定
に
つ

い
て
は
，

以
下
の
事
項
を

記
載
し
て

い
る
。

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

そ
の
設
定
に
あ

た
っ
て
，

敷
地
及
び
敷
地

周
辺
に
お

け
る
地
形
と
施

設
の
配
置

を
考
慮
し
た
津

波
の
遡
上

解
析
を
基
に
，

基
準
津

波
に
よ
る
敷
地

へ
の
遡
上

の
可
能
性
を
検

討
し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
3
頁
参
照
）

ｂ
．
津

波
防
護
対
策
に

必
要
な
各

施
設
の
設
置
位

置
に
お
い

て
，
潮
位
の
ば

ら
つ
き
，

地
殻
変
動
及
び

数
値
計
算

上
の
不
確
か
さ

を
考
慮
し

て
適
切
に
設
定

し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
3
,
4頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

④
津
波
防
護
対
策
に
つ

い
て

津
波
防

護
対
策
に
つ
い

て
は
，
以

下
の
事
項
を
記

載
し
て
い

る
。

ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防

護
対
象
設
備
へ

の
影
響
と

し
て
，
津
波
の

敷
地
へ
の

流
入
の
可
能
性

の
有
無
，

津
波
に
よ
る
漏

水
及
び

溢
水
並
び
に
津

波
に
よ
る

水
位
変
動
に
伴

う
取
水
性

低
下
に
よ
る
重

大
事
故
等

に
対
処
す
る
た

め
に
必
要

な
機
能
へ
の
影

響
の
有
無

を
評
価
し
，

対
策
が

必
要
と
な
る
箇

所
に
津
波

防
護
施
設
及
び

浸
水
防
止

設
備
を
設
置
す

る
こ
と
を

記
載
し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
5
頁
参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-4
 入

力
津
波
に

よ
る
津
波
防
護

対
象
設
備

へ
の
影
響
評
価

」
（

4,
5,
1
2,
13
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
の
襲
来
を

察
知
し
津

波
防
護
施
設
及

び
浸
水
防

止
設
備
の
機
能

を
確
実
と

す
る
津
波
監
視

設
備
を
設

置
す
る
こ
と
な

ど
，
適

切
な
対
策
と
し

て
い
る
こ

と
を
記
載
し
て

い
る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
3頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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⑤
津
波
防
護
対
策
に
必

要
な
浸
水

防
護
施
設
の
設

計
に
つ
い

て
ａ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
防
護
施
設

，
浸
水
防

止
設
備
及
び
津

波
監
視
設

備
に
つ
い
て
は

，
以
下
の

b
.及

び
c.
の
事

項
か
ら
，

入
力
津
波
に
対

し
て
，

そ
れ
ぞ
れ
に
要

求
さ
れ
る

機
能
が
十
分
に

保
持
で
き

る
設
計
と
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
4頁

参
照
）

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-5
 津

波
防
護
に

関
す
る
施
設
の

設
計
方
針

」
（
2
頁
参
照
）

ｂ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
に
よ
る
荷

重
と
津
波

以
外
の
荷
重
を

適
切
に
設

定
し
，
そ
れ
ら

の
組
合
せ

を
考
慮
し
て
い

る
こ
と
，

ま
た
，
津
波
以

外
の
荷

重
と
し
て
，
余

震
に
よ
る

荷
重
，
漂
流
物

に
よ
る
荷

重
，
積
雪
荷
重

及
び
風
荷

重
を
考
慮
し
て

い
る
こ
と

を
記
載
し
て
い

る
。

「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
4
,1
6頁

参
照
）

ｃ
．
既

工
事
計
画
に
お

い
て
は
，

津
波
襲
来
後
の

再
使
用
性

や
津
波
の
繰
り

返
し
の
作

用
を
考
慮
し
て

，
作
用
す

る
荷
重
に
対
し

，
そ
れ
ぞ

れ
の
施
設
に
要

求
さ
れ

る
機
能
を
十
分

に
保
持
で

き
る
許
容
限
界

を
設
定
し

て
い
る
こ
と
，

ま
た
，
許

容
限
界
に
つ
い

て
は
，
材

料
の
応
力
が
お

お
む
ね
弾

性
範
囲
内

に
収
ま

る
こ
と
を
基
本

と
し
て
い

る
こ
と
を
記
載

し
て
い
る

。
「
Ⅴ

-1
-
1-
2-
2
-1
 耐

津
波
設
計

の
基
本
方
針
」

（
1
4
,1
6頁

参
照
）

今
回
の

変
更
認
可
申
請

に
伴
い
，

上
記
の
設
計
に

変
更
が
な

い
こ
と
を
確
認

す
る
。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

51条－3
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

補
足

-7
【
緊
急
時
対
策

所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用

フ
ィ
ル
タ
装
置

の
構
造
変

更
並
び
に
主
配

管
の
改

造
に
つ
い
て
】

・
今
回

の
緊
急
時
対
策
所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

並
び
に
主
配
管

の
改
造
に

よ
り
，
緊

急
時
対
策
所
換
気
系
の
系

統
構
成
及
び
設

置
階
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。
【
（
１
）

②
】

補
足

-8
【
逃
が
し
安
全

弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更

の
概
要
に
つ
い

て
】

・
今
回

の
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更
に

よ
り
，
逃
が
し

安
全
弁
用

可
搬
型
蓄
電
池

の
設
置
場

所
に
変
更

が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た

。
【
（
１
）
②

】

そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸
水
防

護
施
設
外
郭
浸

水
防
護
設

備
に
係
る
機
器

の
配
置

を
明
示
し
た
図

面
（
第

9-
4
-1
図

～
第
9
-

4
-
4図

）
そ
の
他

発
電
用
原
子
炉

の
附
属
施

設
浸
水
防

護
施
設
内
郭
浸

水
防
護
設

備
に
係
る
機
器

の
配
置

を
明
示
し
た
図

面
（
第

9-
4
-5
図

～
第
9
-

4
-
16
図

）

・
津
波

防
護
施
設
，
浸
水
防
止
設

備
及
び
津
波
監

視
設
備
に

係
る
機
器
の
配

置
に
変
更

が
な
い
こ
と
か

ら
，
津
波

に
よ
る
損

傷
を
防
止
す
る
設
計
に
変

更
が
な
い
こ
と

を
確
認
し

た
。
【
（
１
）

①
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
1
 耐

津
波
設
計
の

基
本
方
針

・
津
波

防
護
対
象
設
備
，
入
力
津

波
の
設
定
，
荷

重
の
組
合

せ
，
許
容
限
界

な
ど
を
記

載
し
た
耐
津
波

設
計
に
係

る
基
本
方

針
に
変
更
が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
【

（
１
）
①

～
⑤
】

２
．
確

認
結
果

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

51条－4
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確
認
図
書

名
確

認
結
果

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
4
 入

力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対

象
設
備

へ
の
影
響
評
価

・
入
力

津
波
に
よ
る
津
波
防
護
対

象
設
備
へ
の
影

響
評
価
及

び
影
響
に
応
じ

た
津
波
防

護
対
策
の
設
計

方
針
に
変

更
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
【
（

１
）
④
ａ
】

Ⅴ
-1
-1
-
2-
2-
5
 津

波
防
護
に
関

す
る
施
設
の
設

計
方
針

・
津
波

防
護
に
関
す
る
施
設
及
び

設
備
の
設
計
方

針
に
変
更

が
な
い
こ
と
を

確
認
し
た

。
【
（
１
）
⑤

ａ
】

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】

51条－5
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３
．
ま
と
め

（
１
）
緊
急
時
対
策
所

の
非
常
用

送
風
機
及
び
非

常
用
フ
ィ

ル
タ
装
置
の
構

造
変
更
並

び
に
主
配
管
の

改
造

・
今
回

の
緊
急
時
対
策

所
の
非
常

用
送
風
機
及
び

非
常
用
フ

ィ
ル
タ
装
置
の

構
造
変
更

並
び
に
主
配
管

の
改
造
に

つ
い
て
は
，
緊

急
時
対
策

所
換
気
系
の
系

統
構
成

及
び
設
置
階
に

変
更
が
な

く
,津

波
防
護
の
設
計
方

針
に
変
更
が
な

い
こ
と
を

確
認
し
た
。

・
入
力

津
波
に
対
す
る

津
波
防
護

の
設
計
方
針
に

変
更
が
な

く
，
津
波
防
護

対
策
に
変

更
が
な
い
た
め

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

津
波
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て

も
変
更
は
な
い

。

（
２
）
逃
が
し
安
全
弁

用
可
搬
型

蓄
電
池
の
仕
様

変
更

・
今
回

の
逃
が
し
安
全

弁
用
可
搬

型
蓄
電
池
の
仕

様
変
更
に

つ
い
て
は
，
逃

が
し
安
全

弁
用
可
搬
型
蓄

電
池
の
設

置
場
所
に
変
更

が
な
く
，

津
波
防
護
の
設

計
方
針

に
変
更
が
な
い

こ
と
を
確

認
し
た
。

・
入
力

津
波
に
対
す
る

津
波
防
護

の
設
計
方
針
に

変
更
が
な

く
，
津
波
防
護

対
策
に
変

更
が
な
い
た
め

，
技
術
基

準
の
適
合
性
に

影
響
を
与

え
な
い
。

・
既
工

事
計
画
で
確
認

さ
れ
た
設

計
を
変
更
す
る

も
の
で
は

な
い
。
ま
た
，

津
波
に
よ

る
損
傷
の
防
止

に
関
す
る

基
本
設
計
方
針

に
つ
い
て

も
変
更
は
な
い

。

緊
急
時
対
策
所
の
非
常
用
送
風
機
及
び
非
常
用
フ
ィ
ル
タ
装
置
並
び
に
主
配
管
，
逃
が
し
安
全
弁
用
可
搬
型
蓄
電
池
の

変
更
認

可
申

請
に

伴
う

影
響

に
つ

い
て

【
第
５

１
条

津
波
に

よ
る

損
傷

の
防

止
】
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